
宗
族
の
形
成
と
そ
の
構
造

｜
｜
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
を
対
象
と
し
て
｜
｜

井

上

徹

【
要
約
】
本
稿
に
お
い
て
は
、
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
を
対
象
と
し
て
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
宗
族
形
成
の
実
態
を
追
求
し
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か

に
さ
れ
た
の
は
、
明
代
中
期
以
降
、
郷
紳
等
の
階
層
が
、
そ
の
在
世
中
に
商
業
・
手
工
業
経
営
、
土
地
経
営
等
を
通
じ
て
獲
得
し
た
家
産
を
経
済
基
盤
と

し
て
、
宗
法
の
も
と
で
の
族
人
結
集
、
族
回
、
洞
堂
等
の
共
有
財
の
設
置
を
進
め
た
こ
と
で
あ
る
。
宗
族
組
織
の
最
大
の
特
徴
は
、
族
人
の
科
挙
及
第
・

任
官
を
目
的
と
し
た
教
育
事
業
の
遂
行
と
い
う
点
に
あ
り
、
清
代
に
は
、
特
定
の
「
官
族
」
が
継
続
的
に
官
僚
等
を
輩
出
し
、
そ
の
他
の
「
雑
姓
」
と
は

区
別
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
が
成
立
し
た
。
か
か
る
宗
族
の
形
成
は
、
す
で
に
宋
代
以
来
「
世
臣
」
の
家
系
を
確
立
す
る
方
法
と
し
て
追
求
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
が
、
一
五
・
二
ハ
陸
紀
以
降
の
時
代
に
急
速
に
展
開
し
た
要
因
と
し
て
は
、
郷
紳
が
商
品
経
済
の
進
展
を
背
景
と
し
て
そ
れ
ま
で
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
程
の
所
有
の
増
殖
を
行
い
、
こ
れ
を
も
と
に
宗
族
樹
立
の
た
め
に
投
資
し
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

史
林

七
二
巻
五
号

一
九
八
九
年
九
月

は

じ

め

に

宋
代
以
降
の
中
国
社
会
で
は
、
宗
族
と
い
う
祖
先
を
共
通
に
す
る
血
縁
集
団
が
、
と
く
に
明
清
時
代
の
華
中
・
華
南
地
域
で
急
速
に
展
開
し

た
。
こ
の
よ
う
に
明
清
時
代
に
発
展
を
遂
げ
、
更
に
近
代
に
至
る
ま
で
の
長
期
の
時
代
に
存
在
し
た
宗
族
と
い
う
組
織
の
特
徴
は
、
従
来
の
研

①
 

究
の
共
通
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
宗
法
と
い
う
結
合
原
理
の
も
と
に
族
人
を
結
集
す
る
と
と
も
に
、
族
田
等
の
共
有
財
、
祖
先
祭
把
の
場
と
し
て

②
 

の
洞
堂
（
家
廟
）
を
所
有
し
、
ま
た
祖
先
以
来
の
族
人
の
系
譜
を
記
録
し
た
族
譜
を
編
纂
す
る
と
い
っ
た
点
に
あ
る
。
最
近
、
中
村
哲
夫
、
田
仲

(726) 84 



一
成
、
上
田
信
、
山
田
賢
、
西
川
喜
久
子
等
の
諸
氏
は
、
郷
紳
、
移
住
、
税
役
制
度
、
祭
杷
演
劇
等
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
に
引
き
寄
せ
て
明

③
 

清
時
代
の
宗
族
に
関
す
る
個
別
研
究
を
提
出
し
、
少
な
か
ら
ね
成
果
を
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
様
々
な
機
能
、
独
自
の
結
合

原
理
を
も
っ
と
こ
ろ
の
当
該
の
宗
族
が
い
か
な
る
歴
史
的
特
質
を
そ
な
え
、
な
ぜ
明
清
時
代
と
り
わ
け
一
五
・
一
六
世
紀
以
降
の
時
代
に
発
展

し
た
の
か
と
い
う
問
題
の
解
明
に
は
積
極
的
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宗
族
の
特
質
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
五

0
年
代
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
宗
族
研
究
の
な
か
で
主
要
な
問
題
と
し
て

論
議
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
論
議
の
な
か
で
と
く
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
当
該
の
宗
族
を
氏
族
共
同
体
の
遺
制
と
し
て
位
置
づ
け
る
見

方
に
つ
い
て
で
あ
り
、
膨
大
な
実
証
的
業
績
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
、
共
有
財
を
経
済
基
盤
と
す
る
宗
族
と
い
う
特
有
の
血
縁
組
織
の
形
態
が
、

古
代
に
ま
で
遡
る
の
で
は
な
く
、
宋
代
に
始
め
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
の
確
認
の
後
、
仁
井
田
陸
氏
は
、
い
わ

ゆ
る
同
族
「
共
同
体
」
論
を
発
表
し
、
宗
族
H
同
族
「
共
同
体
」
が
、
こ
の
時
代
に
成
立
す
る
新
た
な
生
産
関
係
つ
ま
り
「
農
奴
制
」
と
し
て

の
地
主
（
目
官
僚
）
｜
佃
戸
（
な
い
し
雇
工
等
）
関
係
に
発
生
す
る
階
級
矛
盾
を
同
族
内
部
で
緩
和
す
る
手
段
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

仁
井
田
論
は
、
当
時
の
研
究
段
階
に
あ
っ
て
当
該
の
宗
族
が
宋
代
に
始
め
て
成
立
し
た
こ
と
の
意
味
を
体
系
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
業
績
と

し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
が
、
史
料
事
実
に
基
づ
く
論
理
の
組
み
立
て
の
点
で
少
な
か
ら
ぬ
問
題
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
最
近
、
仁
井
田

氏
の
導
き
出
し
た
結
論
に
疑
問
を
抱
き
、
宗
族
の
原
初
形
態
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
仁
井
田
氏
も
同
論
構
築
の
拠
り
所
と
し
た
宋
代
の
沼
氏
義

宗族の形成とその構造（井上〉

荘
に
関
す
る
史
料
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
の
義
荘
に
成
立
す
る
宗
族
で
は
地
主
｜
l
佃
戸
等
の
階
級
関
係
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
ず
、
む
し
ろ
族
内
の
社
会
関
係
は
平
等
関
係
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
前
稿
で
は
併
せ
て
、
程
願
、
張
載
ら
の

宗
法
復
活
論
を
検
討
し
、
当
時
の
官
僚
（
士
大
夫
）
に
お
い
て
は
、
「
世
臣
」
（
世
襲
官
僚
）
の
家
系
確
立
の
手
段
と
し
て
宗
法
の
も
と
で
の
族
人

結
集
H
宗
族
の
形
成
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
つ
ま
り
、
沼
氏
義
荘
等
を
設
立
し
た
官
僚
（
目
地
主
）
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

！
パ
l
、
中
村
哲
夫
、
西
川
喜
久
子
等
諸
氏
が
指
摘
し
た
宗
族
の
一
機
能
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
れ
自
体
を
本
来
の
目
的
と
し
て
科

＠
（
柿
1
）

挙
及
第
者
、
官
僚
の
輩
出
を
重
視
し
、
世
襲
的
に
官
僚
等
を
送
り
出
す
「
世
臣
」
の
家
系
の
確
立
を
志
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
目
指
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
宋
代
を
対
象
と
し
た
分
析
の
な
か
で
得
ら
れ
た
視
角
を
立
脚
点
と
し
て
、
宗
族
組
織
の
普
及
が
す
で
に

(728〕

確
認
さ
れ
て
い
る
明
清
時
代
の
華
中
・
華
南
の
う
ち
広
東
珠
江
デ
ル
タ
の
そ
れ
に
焦
点
を
当
て
て
筆
者
の
視
角
の
当
否
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。

以
下
、
本
論
に
お
い
て
は
、
珠
江
デ
ル
タ
の
な
か
で
も
と
く
に
仏
山
鎮
（
長
区
画
走
塁
両
代
と
も
に
南
海
県
寝
室
所
属
の
一
齢
）
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
従
来
の
研
究
の
な
か
で
宗
族
組
織
が
「
域
・
鎮
」
と
い
っ
た
都
市
等
に

⑥
 

集
中
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
明
代
中
期
以
降
、
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
手
工
業
・
商
業
の
一
大
中
心
地
と
し
て
の
地
位

86 

を
確
立
す
る
同
鎮
は
宗
族
分
析
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
山
は
元
来
製
鉄
等
の
手
工
業
生
産
に
よ
り
経
済
発
展
を
遂
げ

た
地
域
で
あ
る
が
、
と
く
に
清
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
他
、
繊
維
工
業
、
染
料
、
印
刷
な
ど
の
部
門
も
併
せ
持
つ
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

⑦
 

更
に
珠
江
デ
ル
タ
地
帯
と
他
地
域
と
の
遠
隔
地
商
業
の
要
衝
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
関
連
の
史
料
が
比
較
的
豊
富
な
こ
と

で
あ
る
。
仏
山
で
は
、
清
代
の
乾
隆
・
道
光
年
間
、
ま
た
民
国
年
聞
に
と
も
に
『
仏
山
忠
義
郷
志
』
と
名
付
け
ら
れ
る
地
志
が
編
纂
さ
れ
た
。

乾
隆
一
九
年
（
一
七
五
四
）
刊
本
（
毛
維
錆
・
越
廷
窟
監
修
、
陳
宗
炎
総
輯
）
、
道
光
一
一
年
（
一
八
三
こ
刊
本
（
呉
栄
光
纂
）
、
民
国
一
五
年
（
一
九

③
 

一
一
六
）
刊
本
（
在
宗
准
等
監
修
、
洗
宝
翰
総
纂
）
で
あ
る
（
以
下
、
『
乾
隆
志
』
、
『
道
光
士
山
』
、
『
民
国
志
』
と
略
称
）
。

ま
た
、
最
近
、
広
東
省
社
会
科
学

院
等
が
編
集
し
た
『
明
清
仏
山
碑
刻
文
献
経
済
資
料
』
（
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
は
、
仏
山
鎮
に
関
連
す
る
碑
刻
そ
の
他
の
資
料
を
集

⑨
 

大
成
し
た
も
の
で
、
そ
の
な
か
に
は
日
本
に
現
存
し
な
い
貴
重
な
資
料
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
特

定
の
地
域
に
お
け
る
宗
族
の
形
成
・
発
展
の
状
況
を
通
時
的
に
追
跡
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

①
宗
法
と
は
木
来
周
代
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
親
族
統
制
の
原
理
を
指
し
、
宋
代

以
降
の
時
代
に
そ
の
復
活
が
志
向
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
基
本
的
原
理
は
、
周

制
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
始
祖
・
始
遷
祖
の
嫡
系
の
子
孫
が
宗
子

と
し
て
祖
先
祭
把
を
主
宰
し
、
こ
の
宗
子
を
大
宗
と
も
い
う
。
大
宗
は
、
そ
の
系

統
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
庶
系
の
小
宗
の
系
統
に
対
し
て
、
祖
先
祭
記
を
通
じ
て
統

制
を
行
い
、
こ
こ
に
、
大
宗
の
も
と
に
小
宗
が
従
属
す
る
宗
族
集
団
が
成
立
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
法
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
清
水
盛
光
『
支
那
家
族

の
構
造
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

②
宗
族
の
特
徴
に
関
す
る
共
通
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宋
代
に
お
け
る
宗

族
の
特
質
の
再
検
討
｜
仁
井
田
陸
の
同
族
『
共
同
体
』
論
を
め
ぐ
っ
て
l
」（『名

古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
二
、
一
九
八
七
年
）
で
整
理
し
た
の
で
、
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。



③
最
近
の
宗
族
研
究
の
動
向
は
、
前
掲
「
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再

検
討
」
で
紹
介
し
た
の
で
、
詳
細
は
省
略
す
る
。
代
表
的
な
論
考
の
み
次
に
掲
げ

て
お
き
た
い
。

中
村
哲
夫
『
中
国
近
代
社
会
史
研
究
序
説
』
〈
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
〉
収

録
の
諸
論
文
の
う
ち
、
と
く
に
「
郷
紳
の
手
に
な
る
郷
紳
調
査
に
つ
い
て
」
及
び

「
科
挙
体
制
の
崩
壊
」
。
西
川
喜
久
子
「
『
順
徳
北
門
羅
氏
族
盛
岡
』
考
（
上
・
下
）
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
二
・
三
三
、
一
九
八
三
・
八
四
年
〉
。
片
山
剛
「
清
末
広
東
省

珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
表
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
l
税
糧
・
戸
籍
・
同
族
l
」

（
『
史
学
雑
誌
』
九
一
｜
四
、
一
九
入
二
年
）
、
同
「
清
代
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
の
図

甲
制
に
つ
い
て
1
税
糧
・
戸
籍
・
同
族
｜
」
凸
『
東
洋
学
報
』
六
三

l
三
・
四
、
一

九
八
二
年
）
な
ど
。
田
仲
一
成
「
十
五
・
六
世
紀
を
中
心
と
す
る
江
南
地
方
劇
の

変
質
に
つ
い
て
（
1
）（
2
）〈
3
）
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
六

0
・
六
三
・

六
五
、
一
九
七
三
・
七
四
・
七
五
年
）
、
同
『
中
園
祭
租
演
劇
研
究
』
（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
、
同
『
中
国
の
宗
族
と
演
劇
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
五
年
）
な
ど
。
上
田
信
「
地
域
の
履
歴
｜
新
江
省
奉
化
県
忠
義
郷
｜
」
色
『
社

会
経
済
史
学
』
四
九
｜
二
、
一
九
八
二
年
）
、
同
「
地
域
と
宗
族
1
掘
削
江
省
山
間

部
l
」
（
『
東
洋
文
化
研
室
所
紀
要
』
九
四
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。
山
田
賢
「
清

代
の
移
住
民
社
会
l
嘉
慶
白
蓮
教
反
乱
の
基
礎
的
考
察
1
」
（
『
史
林
』
六
九
｜
六
、

宗族の形成とその構造（井上）

第
一
章
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
否
宗
族
の
普
及

一
九
八
六
年
）
、
同
「
移
住
民
社
会
と
地
域
変
動
｜
四
川
省
雲
陽
県
に
お
け
る
嘉

慶
白
蓮
教
反
乱
｜
」
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
二
、
一
九
八
七
年
）
。

③
前
掲
「
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
」
。
ま
た
、
仁
井
田
氏
の

見
解
は
次
の
二
論
文
に
披
座
さ
れ
て
い
る
。
「
中
国
社
会
の
『
封
建
』
と
フ
ュ

l

ダ
リ
ズ
ム
」
（
『
東
洋
文
化
』
五
号
、
一
九
五
一
年
〉
、
同
「
中
国
の
同
族
又
は
村

落
の
土
地
所
有
問
題
l
宋
代
以
後
の
い
わ
ゆ
る
『
共
同
体
』

l
」
〈
『
東
洋
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
一

O
冊
、
一
九
五
六
年
〉
。

⑤
行
政
区
画
上
の
仏
山
の
位
置
は
、
『
万
磨
・
南
海
県
志
』
巻
て
〈
都
星
〉
、
『
道

光
・
仏
山
忠
義
郷
志
』
巻
て
郷
域
志
、
〈
形
勢
〉
で
確
認
し
た
。

⑤
福
武
直
『
中
国
農
村
社
会
の
構
造
』
（
大
雅
堂
、
一
九
四
六
年
）
、
中
村
哲
夫
前

掲
「
科
挙
体
制
の
崩
壊
」
。

⑦
明
清
時
代
に
お
け
る
仏
山
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
は
、
『
明
清
広
東
社
会
経
済

形
態
研
究
』
（
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
及
ぴ
『
明
清
広
東
社
会
経
済
研

究
』
（
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
で
様
々
な
角
度

か
ら
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

③
三
刊
本
の
う
ち
、
『
乾
隆
志
』
は
日
本
に
現
存
し
な
い
。
本
稿
で
は
、
広
東
省

中
山
図
書
館
所
蔵
本
を
使
用
し
た
。

⑨
以
下
同
書
を
『
仏
山
経
済
資
料
』
と
略
称
す
る
。

珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族
に
関
し
て
は
、
宗
族
の
な
か
に
郷
紳
輩
出
の
機
能
を
見
出
し
た
西
川
喜
久
子
氏
、
ま
た
清
朝
の
税
役
徴
収
制
度
で
あ
る

図
甲
制
（
里
甲
制
）
が
同
族
組
織
（
宗
族
）
を
基
礎
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
当
該
の
体
制
が
図
甲
制
を
創
設
し
た
明
朝
の
初
め
に
ま
で
遡

①
 

る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
片
山
剛
等
の
前
掲
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
片
山
氏
の
研
究
は
、
明
初
な
い
し
そ
れ
以
前
か
ら
宗
族

②
 

が
普
遍
的
に
存
立
し
て
い
た
と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
充
分
な
史
料
と
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
。
最
近
、
劉
志
偉
氏
は
、
片
山
氏
の

(729〕87 



推
論
に
批
判
を
加
え
、
里
甲
制
施
行
当
初
は
個
別
家
族
が
里
甲
制
を
構
成
す
る
コ
戸
」
の
内
実
で
あ
る
こ
と
、
明
代
中
期
以
降
に
お
け
る
里
甲

制
度
の
弛
緩
と
宗
族
の
発
展
に
と
も
な
い
、
個
別
家
族
の
集
合
体
と
し
て
の
宗
族
が
変
質
を
遂
げ
た
里
甲
制
（
図
甲
制
）
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と

③
 

を
検
証
し
て
い
る
。
支
持
し
う
る
見
解
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
葉
顕
恩
・
欝
様
華
両
氏
は
、
族
譜
、
地
志
、
碑
刻
等
の
豊
富
な
史
料
を
駆
使

し
て
、
明
清
時
代
の
族
田
制
、
洞
堂
の
普
及
状
況
、
商
業
・
手
工
業
に
対
す
る
宗
族
の
影
響
な
ど
を
包
括
的
に
検
討
し
、
仏
山
鎮
を
始
め
と
す

(730) 88 

宋
学
の
潤
色
を
経
て
成
立
し
た
「
封
建
宗
法
制
」
（
宗
族
）
が
明
代
中
期
以
降
、

＠
 

当
時
の
商
品
生
産
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
急
速
に
展
開
を
遂
げ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
宗
族
組
織
の
普
及
状
況
、
地
域
の
社
会
経
済
構
造

へ
の
影
響
力
な
ど
を
検
証
し
て
、
宗
族
の
発
展
が
と
く
に
明
代
中
期
以
降
の
時
代
に
集
中
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。
但
し
、

る
珠
江
デ
ル
タ
で
は
、

「
氏
族
社
会
」
以
来
の
系
譜
を
も
ち
、

こ
れ
ら
中
国
側
の
研
究
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
明
清
時
代
の
宗
族
を
「
民
族
社
会
」
以
来
の
系
譜
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
し
た

点
に
疑
問
が
残
る
他
、
明
代
中
期
以
降
発
展
を
遂
げ
る
洞
堂
、
族
田
を
所
有
す
る
宗
族
組
織
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
樹
立
さ
れ
た
の
か
と
い

う
宗
族
形
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
ま
ず
葉
顕
恩
氏
ら
が
検
討
の
主
な

対
象
と
し
た
仏
山
鎮
を
同
じ
く
取
り
上
げ
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

1 

土
大
夫
（
郷
紳
）
の
役
割

さ
て
、
葉
顕
恩
・
欝
様
華
両
氏
は
、
「
封
建
宗
法
制
」
を
確
立
し
、
明
代
中
期
以
降
発
展
を
遂
げ
る
宗
族
（
「
右
族
」
）
の
代
表
例
と
し
て
、
洗
、

⑤
 

李
、
差
等
の
諸
姓
を
挙
げ
る
。
洗
、
李
の
二
姓
は
、
す
で
に
明
代
前
半
以
前
の
時
期
に
仏
山
に
移
住
し
て
い
た
家
系
で
あ
り
、
清
代
に
お
い
て

は
、
仏
山
で
最
も
多
数
の
洞
堂
を
抱
え
た
「
民
族
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
震
氏
は
、
代
々
仏
山
の
隣
の
深
村
盤
石
頭
に
居
住
し
て
お
り
、

製
鉄
業
の
経
営
、
市
場
で
の
商
業
活
動
の
面
で
仏
山
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
姓
が
ど
の
よ
う
に
宗
族
組
織
を
形

成
し
て
い
っ
た
の
か
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

最
初
に
取
り
上
げ
る
洗
氏
は
、
石
巷
、
白
樹
、
鶴
園
（
練
園
と
も
い
う
）
、

① 

扮
水
、
東
頭
の
五
族
に
分
か
れ
る
。
五
族
の
う
ち
、
石
巷
と



宗族の形成とその構造（井上〕

牛刀桂I~奇
宗l信占占占中竹

鶴園洗氏家系

南海県扶南室に移住

扶南隻

広州儒家巷に移住

扶南壁

（時代）

南宋

元朝

明洪武年間

（世代）

一世

二世

三世

四世

五世 仏山に移住・・・・・－始遷祖

易（三房房祖）

黄粛養の反乱防衛明前半

明嘉靖年間

六世

十世

十一世

七世

八世

九世

白
域
二
族
の
始
遷
祖
は
兄
弟
で
、
南
宋
の
威
淳
年

間
（
一
二
六
五
｜
一
二
七
四
）
、

一
緒
に
仏
山
に
移
住

上図は，『嶺南洗氏宗譜』巻三之二十，分房譜・練園房を参考にして作成した。

時し
期 て
もき
そた
れが
ぞ 、

れそ
異の
に他
すの
る⑥三
。族

は
始
遷
祖
も
移
住

仏
山
の
洗
氏
五
族
の
う
ち
、
鶴
園
洗
氏
の
第
一

γ
ユ
キ

世
は
南
宋
の
威
淳
年
問
、
珠
磯
巷
（
明
清
時
代
の
南

雄
府
所
属
）
か
ら
南
海
県
扶
南
壁
に
移
住
し
た
桁
深

な
る
者
で
あ
り
、
そ
の
後
、
第
四
世
の
君
泰
の
時

に
広
州
城
の
儒
家
巷
に
移
り
、
さ
ら
に
明
代
洪
武

初
め
、
第
五
世
の
顕
祐
が
儒
家
巷
か
ら
仏
山
の
鶴

遷園
祖里
でに
あ再
る⑦遷
。し
そた
の。

子こ
はの
詳顕
を祐
瀬2が
通3鶴
と固
い洗
い氏
、の

字始

は
享
甫
、
号
は
月
松
、
「
文
学
」
を
好
み
、
「
四
方

の
達
人
」
が
彼
の
も
と
に
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
。

正
統
一
四
年
（
一
四
四
九
）
に
勃
発
し
て
広
州
府

帯
を
席
捲
し
た
黄
粛
養
の
反
乱
の
際
に
は
、
仏
山

の
反
乱
防
衛
で
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
「
誉
老
」

に
名
を
連
ね
、
そ
の
家
は
「
大
家
居
室
」
と
称
さ

89 (731〕

れ
た
。
そ
の
伝
記
に
、

「
仏
山
の
商
務
は
、

鍋
業



み
な

を
以
て
最
と
為
す
。
各
省
の
巨
商
、
公
の
信
誼
を
聞
き
、
威
其
の
家
に
投
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
各
省
の
「
巨
商
」
が
仏
山
の
鉄
鍋
を
求
め
て

③
 

瀬
通
の
家
に
足
を
運
ん
だ
。
瀬
通
の
家
が
直
接
鉄
鍋
の
製
造
に
従
事
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
鉄
鍋
の
販
売
に

(732〕90 

；＆よ
高洗つ
第書簡て
七通財
世⑨にを
-0 はな

、し
呈1た

し．

靖と
、は

易明
のら
三か
子で
があ
ある
り

そ
れ
ぞ
れ
新
た
に
長
房
、

二
房
、

一
一
一
房
を
開
き
、

各
房
の
房
祖
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
の
う
ち
第
二
子
の
靖
は
、
生
業
に
励
み
、
瀬
通
か
ら
遺
産
相
続
し
た
百
畝
の
土
地
を
、
「
負
郭
田
三
百
余
畝
、
別
業
も
亦
百

畝
を
下
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
増
殖
し
、
「
故
に
時
に
洗
氏
の
子
姓
は
未
だ
通
籍
せ
ず
と
難
も
、

の
依
拓
自
り
す
」
と
賞
賛
さ
れ
た
。
洗
靖
は
豊
か
な
家
産
を
も
と
に
「
家
塾
」
を
設
け
、
「
名
士
」
を
招
い
て
子
孫
を
教
育
し
た
と
い
い
、

デ

キ

⑬

の
子
の
政
は
武
昌
県
訓
導
、
孫
の
糠
は
寧
国
府
通
判
に
任
官
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瀬
通
の
長
子
の
呈
を
房
祖
と
す
る
長
房
の
家
系
で

は
、
第
八
世
の
賢
の
代
を
へ
て
、
第
九
世
の
天
択
の
代
に
な
る
と
、
当
初
挙
業
を
目
指
し
た
も
の
の
途
中
で
挫
折
し
、
更
に
南
京
に
赴
い
て
商

己
に
右
族
と
称
せ
ら
る
る
は
、

実
に
公;r. 

ぐ

売
を
試
み
る
も
成
功
せ
ず
、
遂
に
は
「
平
生
、
生
産
を
事
と
せ
ず
、
以
て
故
家
窮
す
」
と
評
さ
れ
た
彼
の
事
跡
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
家
業
は

全
く
振
わ
な
く
な
旬
。
こ
の
天
択
の
次
男
は
洗
桂
奇
と
い
い
、
嘉
靖
一

O
年
（
一
五
三
一
）
に
郷
試
及
第
、
同
一
四
年
進
士
と
な
り
、
工
部
主
事
、

南
京
刑
部
主
事
を
歴
任
し
、
退
官
後
、
時
に
発
生
し
た
水
害
の
影
響
に
よ
る
飢
鐘
の
発
生
、
そ
し
て
飢
民
に
よ
る
反
乱
の
危
機
に
対
し
て
、
飢

⑫
 

民
へ
の
説
諭
、
米
穀
の
確
保
な
ど
の
手
段
を
講
じ
て
、
後
世
に
そ
の
名
を
と
ど
め
た
人
物
で
あ
る
。
鶴
園
洗
氏
に
お
け
る
澗
堂
建
設
は
、
こ
の

桂
奇
の
手
で
実
現
す
る
。

鶴
園
洗
氏
の
大
宗
澗
建
設
の
事
情
は
、
洗
桂
奇
な
ら
び
に
そ
の
二
子
（
生
員
の
夢
松
、
夢
竹
）
の
連
名
で
提
出
さ
れ
た
大
宗
胴
建
設
に
対
す
る

ヨ
ウ
キ
ヨ
ウ

官
の
許
可
の
求
め
に
対
し
て
、
広
東
承
宣
布
政
使
司
分
守
嶺
南
道
左
参
政
の
項
喬
に
よ
る
批
を
経
て
、

（
嘉
靖
三
一
年
、
「
広
州
府
曹
為
義
挙
大
宗
一
胴
国
立
宗
法
以
行
家
訓
事
」
と
題
九
）
に
詳
し
い
。

広
州
府
が
発
給
し
た
「
家
廟
照
帖
」

同
「
家
廟
照
帖
」
中
の
桂
奇
の
二
子
の
請
願
に
よ
れ
ば
、

桂
奇
は
す
で
に
進
士
及
第
後
か
ら
大
宗
の
澗
堂
を
建
設
し
、
鶴
園
洗
氏
嫡
系
の
第
十
一
世
で
あ
る
宗
信
を
宗
子
と
な
し
て
始
祖
を
祭
ら
せ
、
「
族

人
の
心
」
を
統
合
し
よ
う
と
い
う
構
想
を
も
っ
て
お
り
、
退
官
後
の
嘉
靖
二
九
年
（
一
五
五

O
）
こ
れ
を
実
行
に
移
し
た
。
こ
う
し
て
設
立
さ
れ



た
大
宗
洞
堂
は
、
始
遷
祖
の
顕
祐
（
五
原
公
）
を
祭
り
、
「
洗
氏
家
廟
」
と
命
名
さ
れ
た
。

古」
h
h

～、
自
己
の
所
有
地
の
な
か
か
ら
一
部
を
提
供
し

て
「
杷
事
に
供
す
」
と
と
も
に
、
家
訓
を
著
し
、
宗
法
を
制
定
し
た
。
向
上
「
家
廟
照
帖
」
に
付
さ
れ
た
官
側
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
桂
奇
の
定

め
た
よ
う
に
、
宗
信
を
祖
先
祭
杷
を
主
宰
す
る
宗
子
に
任
命
し
て
、
「
以
て
其
の
祖
を
杷
り
、
以
て
其
の
宗
を
統
べ
し
め
」
、
桂
奇
が
寄
付
し
た

「
租
字
国
地
」
は
「
倶
に
宗
子
宗
信
の
掌
管
に
付
し
、
永
ら
く
遵
守
を
為
さ
し
む
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
桂
奇
の
二
子
の
夢
松
、
夢
竹
に
は
、

族
正
の
地
位
を
許
し
、
宗
子
を
補
佐
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
、
鶴
園
洗
氏
は
、
始
遷
祖
顕
祐
以
来
の
三
房
の
族
人
を
結
集
し
て
、
嫡
系
の
宗
子
が
、

始
祖
祭
租
を
通
じ
て
族
人
の
結
集
を
図
る
体
制
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
鶴
園
洗
氏
の
大
宗
洞
が
完
成
し
た
嘉
靖
年
聞
に
は
、
同
じ
く
洗
桂
奇
の
手
で
、
長
房
と
三
一
房
の
澗
堂
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

JTキ

鶴
園
洗
氏
二
房
の
宗
洞
は
、
寧
国
府
通
判
に
任
官
し
た
機
が
設
立
し
、
父
な
ら
び
に
二
房
の
一
房
祖
（
洗
靖
）
を
ま
つ
っ
た
。
ま
た
、
仏
山
の
洗
氏

五
族
の
う
ち
東
頭
洗
氏
の
場
合
に
は
、
隆
慶
元
年
（
一
五
六
七
）
の
挙
人
で
、
知
州
・
知
府
な
ど
を
歴
任
し
た
洗
効
が
、
南
宋
の
始
遷
祖
発
祥
公

を
ま
つ
る
大
宗
洞
を
重
建
し
て
い
旬
。

『
嶺
南
洗
氏
宗
譜
』
は
、
こ
の
よ
う
に
嘉
靖
年
聞
に
各
族
・
房
内
部
の
結
束
を
図
る
と
い
う
在
り
方
が
、
仏
山
に
限
ら
ず
、
広
州
・
肇
慶
両

宗族の形成とその構造（井上〉

府
の
各
地
に
散
在
し
た
「
南
海
洗
氏
」
全
二
十
八
族
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
靖
一
五
年
（
一
五
三
六
）
に
提

特

也

あ

ま

出
さ
れ
た
礼
部
尚
書
夏
言
の
岡
堂
設
立
に
関
す
る
上
奏
以
降
、
「
宗
洞
、
天
下
に
偏
ね
し
」
と
い
う
状
況
が
現
れ
た
と
述
べ
、
ま
た
、
こ
の
宗

お
の

澗
設
立
を
「
天
下
の
族
を
収
め
、
各
お
の
統
摂
す
る
所
有
り
、
散
漫
に
至
ら
ざ
ら
し
む
所
以
」
で
あ
る
と
評
価
し
た
う
え
で
、
「
我
が
族
の
各

澗
も
亦
多
く
建
つ
る
こ
と
嘉
靖
年
代
に
在
り
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
書
巻
二
、
宗
支
譜
、
〈
宗
図
〉
）
。
洗
氏
で
は
、
二
十
八
族
各
々
に
お
け

る
宗
洞
設
立
の
後
、
明
末
の
天
啓
年
間
（
一
六
二
一

l
一
六
二
七
）
に
な
っ
て
始
め
て
、
共
通
の
祖
先
で
あ
る
晋
代
の
忠
義
公
（
誇
は
瞬
、
字
は
元
吉
）

を
「
嶺
南
の
始
祖
」
と
し
て
奉
じ
る
大
宗
澗
を
広
州
城
に
建
設
し
、
「
二
十
八
族
を
糾
合
」
し
た
（
向
上
〈
宗
図
〉
）
。

② 

(733) 

李
氏
（
A
）
の
始
遷
祖
は
広
成
と
い
い
、
永
楽
二
年
（
一
四
O
四
）
に
生
ま
れ
て
、
成
化
五
年
（
一
四
六
九
）
に
死
去
し
て
い
る
。
広
成
は
、

仏
山
付
近
の
里
水
な
る
所
か
ら
移
住
し
、
里
水
で
学
ん
だ
「
鋳
冶
の
法
」
を
も
と
に
仏
山
で
製
鉄
を
始
め
、
以
後
そ
の
子
孫
は
「
世
よ
其
の
業

91 



も

っ

ぱ

⑮

を
撞
ら
に
す
」
と
い
う
。
『
李
氏
族
譜
』
に
は
、
広
成
公
の
子
孫
が
多
く
製
鉄
業
に
従
事
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
成
化
一
四
年
l
嘉
靖
三
七
年
）
は
「
朴
に
し
て
行
い
を
尚
び
、
兄
弟
同
に
冶
〔
鉄
〕
を
業
と
為
す
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
、
季
泉
公
は
、
「
自
ら

お

も
以
為
へ
ら
く
、
世
よ
鋳
功
を
執
り
、
家
此
れ
を
以
て
進
む
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
家
が
代
々
冶
鉄
を
生
業
と
し
て
き
た
こ
と
を
証
言
し

そ

そ

て
い
る
。
ま
た
、
岡
野
公
（
正
徳
二
二
年
｜
万
暦
一
八
年
）
は
、
「
段
氏
の
業
」
（
製
鉄
）
に
よ
っ
て
「
遂
に
大
い
に
阪
の
室
を
拓
」
き
、
「
週
の
時
、

子
姓
繁
移
に
し
て
、
園
室
蝿
諒
す
る
こ
と
六
十
余
人
。
家
を
治
む
る
こ
と
謹
厳
な
り
、
即
ち
再
従
弟
佳
に
は
、
之
に
授
く
る
に
事
を
以
て
し
、
其

の
成
る
を
督
す
」
と
い
う
。
鋳
造
に
よ
っ
て
家
業
を
盛
ん
に
し
た
同
野
公
の
家
で
は
、
盛
時
に
は
六
十
余
人
の
同
居
の
家
族
員
が
冶
鉄
に
従
事

⑫
 

し
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
靖
山
公

(734) 92 

こ
の
同
野
公
の
孫
を
、
待
問
と
い
う
。
李
待
聞
は
、
万
暦
三
二
年
三
六
O
四
）
の
進
士
で
、
官
は
、
礼
部
主
事
、
南
京
応
天
巡
撫
を
歴
任
し
、

遂
に
は
戸
部
尚
書
に
ま
で
上
っ
た
。
明
代
に
仏
山
か
ら
出
た
官
僚
の
な
か
で
最
高
の
官
位
を
極
め
た
人
物
で
あ
る
。
帰
郷
後
の
待
聞
は
、
通
済

橋
、
崇
正
社
学
、
仏
山
で
始
め
て
の
書
院
（
文
昌
書
院
）
、
ま
た
、
賞
粛
養
の
反
乱
の
時
、
郷
人
結
集
の
精
神
的
拠
り
所
と
な
っ
た
祖
廟
（
霊
応
澗
）

⑬
 

等
を
設
立
・
重
修
す
る
な
ど
、
仏
山
の
公
共
事
業
に
力
を
入
れ
た
。

李
待
聞
は
、
明
末
の
天
啓
六
年
（
一
六
二
六
）
、

始
遷
祖
の
広
成
公
を
祭
る
大
宗
澗
を
李
氏
で
始
め
て
建
設
し
た
。
李
待
問
『
李
氏
族
譜
』
巻

七
、
組
業
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
待
聞
の
父
の
岐
庵
公
は
、
「
一
族
の
子
姓
」
を
集
め
て
祖
先
祭
杷
の
挙
行
を
計
画
し
、
祭
租
の
規
則
、
募
金
ま

で
お
こ
な
っ
た
も
の
の
、
士
山
半
ば
に
し
て
死
去
し
た
。
待
聞
は
、
父
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
、
大
宗
澗
を
完
成
さ
せ
る
と
と
も
に
、
戸
部
右
侍
郎

一
頃
九
十
八
畝
の
土
地
を
購
入
し
て
澗
堂
付
属
の
族
回
と
な
し
、
ま
た
書

・
総
督
漕
運
の
任
を
終
え
て
帰
郷
し
た
際
に
「
族
老
」
と
協
議
し
、

⑬
 

田
八
十
五
畝
を
設
置
し
た
。

③
石
頭
の
震
氏
は
、
始
祖
の
韓
を
剛
可
と
い
い
、
元
末
の
人
で
あ
る
。

二
世
は
号
は
椿
林
、

洪
武
初
め
に
生
ま
れ
、
「
倍
鴨
」
（
あ
ひ
る
を

四
世
の
厚
一
の
時
、
黄
粛
養
の
反
乱
に
遭
遇
し
て
、
石
頭
か
ら
付

近
の
七
星
岡
、
更
に
仏
山
に
逃
れ
、
反
乱
終
息
後
、
石
頭
に
戻
っ
て
、
牛
・
豚
の
飼
育
、
あ
る
い
は
布
・
扇
の
販
売
な
ど
で
家
を
復
興
し
国
。

焼
い
て
商
う
）
に
よ
り
、
利
益
を
得
て
起
家
し
、
「
塞
鴨
氏
」
と
称
さ
れ
る
。



カ
タ
ト
ウ

そ
の
後
、
厚
一
の
孫
の
塞
塙
（
一
四
八
七
｜
一
五
四
O
）
は
、
正
徳
九
年
（
一
五
一
四
）
に
進
士
に
及
第
し
、
嘉
靖
年
間
に
は
職
方
主
事
、
礼
部
尚
書

⑫
 

の
官
を
歴
任
し
た
。
宗
族
関
連
の
事
業
は
、
塞
氏
で
始
め
て
の
任
官
者
で
あ
る
震
轄
の
手
で
開
始
さ
れ
る
。
塞
結
は
ま
ず
嘉
靖
四
年
（
一
五
二
五
）
、

ち
ち

官
の
命
に
よ
り
「
淫
洞
」
と
し
て
破
壊
さ
れ
た
地
を
承
買
し
て
大
宗
洞
を
設
立
し
、
始
祖
・
高
但
・
曾
祖
・
祖
・
考
の
祖
先
な
ら
び
に
そ
の
他

各
房
の
房
祖
を
祭
る
と
と
も
に
、
寺
田
三
百
畝
を
購
入
し
て
「
大
宗
の
蒸
嘗
」
（
族
国
）
と
し
、
ま
た
併
せ
て
石
頭
書
院
を
設
立
し
た
。
更
に
、

こ
の
時
の
「
合
襲
」
で
は
、
「
置
く
所
の
産
業
」
（
仏
山
の

③
 

ま
た
宗
子
に
祖
先
祭
杷
を
主
宰
さ
せ
た
。

翌
年
二
月
六
日
に
は
、
石
頭
で
「
合
嚢
」
を
挙
行
し
、

」
れ
を
祖
宗
に
報
告
し
た
。

製
鉄
業
、
租
佃
地
な
ど
）
は
「
悉
く
同
祖
の
兄
弟
と
之
を
共
に
し
」
、

家
長
を
置
い
て
管
理
さ
せ
、

』－'--

れ
は
一
族
の
同
居
共
財
生
活
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
後
述
し
た
い
。

以
上
、
葉
・
露
両
氏
が
「
右
族
」
と
し
て
挙
げ
た
幾
つ
か
の
家
系
に
つ
い
て
再
検
討
を
進
め
た
が
、
そ
の
な
か
で
気
が
付
か
れ
る
の
は
、
宗

族
形
成
の
次
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
商
業
・
手
工
業
経
営
に
従
事
す
る
家
系
の
な
か
か
ら
現
れ
た
官
僚
等
が
中
心
と
な
っ
て

明
代
中
期
以
降
主
体
的
に
洞
堂
、
族
田
（
「
蒸
嘗
」
・
「
祭
田
」
・
「
書
田
」
）
な
ど
の
共
有
財
を
設
置
し
、
始
祖
・
始
遷
祖
以
来
の
族
人
を
結
集
す
る
と

一
般
に
は
始
祖
嫡
系
の
宗
子
が
祖
先
祭
杷
の
主
宰
者
と
し
て
族
結
合
の
象
徴
的
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
他
、
組
織
運
営
の
実
質
的
担

当
者
と
し
て
族
正
・
家
長
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
宗
族
結
合
を
実
現
し
た
家
系
の
な
か
に
は
、
洗
氏
の
よ
う
に
、
広
い
地
域

と
も
に
、

に
散
在
す
る
各
房
・
各
族
が
そ
れ
ぞ
れ
内
部
で
結
束
を
固
め
た
後
、

一
大
結
集
を
遂
げ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
嗣
堂
・
族
田

宗族の形成とその構造（井上〉

等
の
共
有
財
を
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
宗
族
組
織
は
、
始
祖
・
始
遷
祖
以
来
す
で
に
自
動
的
に
成
立
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
明
代
の
嘉
靖
年

間
前
後
の
時
期
、
官
僚
等
を
中
核
と
し
て
始
め
て
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
家
系
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
多
数
の
族
人
が
一
つ
の
家
に
同
居
し
て
手
工
業
、
商
業
経
営
に
従
事
す
る
形
態
が
見
ら
れ
る
。
例

＠
 

え
ば
、
鉄
鍋
の
販
売
で
巨
富
を
蓄
え
た
涜
瀬
通
の
家
で
は
、
「
諸
弟
佳
」
な
ど
が
経
営
に
関
与
し
て
い
た
し
、
ま
た
製
鉄
業
を
経
営
し
た
李
氏
の

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、

93 〔735)

同
野
公
の
家
で
は
、
「
子
姓
」
六
十
余
人
が
同
居
し
て
い
た
（
前
出
）
。

こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
宗
族
組
織
と
は
異

ゆ
た
か

洗
瀬
通
は
、
「
故
よ
り
家
の
財
に
舗
聞
か
な
る
を
以
て
、

な
り
、
当
該
の
経
営
を
永
続
的
な
共
有
財
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な
い
。

得
る



＠
 

所
机
ち
諸
弟
佳
に
分
か
ち
て
喜
色
無
し
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
洗
瀬
通
の
第
二
子
の
靖
が
父
か
ら
相
続
し
た
田
産
を
数
倍
に
増
殖
し
た
と
い
う

(736) 

前
出
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
か
ら
ぬ
家
族
員
が
同
居
し
て
い
た
洗
瀬
通
の
家
も
、
そ
の
後
、
家
族
員
・
家
産
と
も
ど
も
に
分
割
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
李
氏
の
岡
野
公
の
場
合
に
も
、
「
兄
弟
始
め
て
箸
を
析
す
る
や
、
営
む
所
賀
ら
れ
ざ
る
を
、
以
て
自
ら
私
せ
ず
、
悉
く
諸
同

＠
 

気
に
均
し
く
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
家
産
は
兄
弟
の
間
で
均
等
に
分
割
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
均
分
相
続
の
原
則
が
明
清
時
代
の
仏
山
で

⑧
 

手
工
業
、
商
業
の
分
野
を
間
わ
ず
、
厳
密
に
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。

94 

つ
ま
り
、

一
時
的
に
は
多
数
の
家
族
員
が
同
居

し
て
と
も
に
諸
経
営
に
従
事
す
る
形
態
が
生
み
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
永
続
性
を
も
た
ず
、
均
分
相
続
を
経
て
絶
え
ず
分
解
さ
れ
ざ
る

を
え
な
い
。
塞
轄
の
「
合
嚢
」
の
よ
う
に
、
宗
族
組
織
を
確
立
し
、
私
産
を
宗
族
の
共
有
財
と
す
る
手
続
き
を
行
っ
て
始
め
て
、
諸
経
営
は
永

続
的
な
共
有
財
と
な
り
、
ま
た
族
人
も
そ
の
結
束
を
維
持
し
う
る
の
で
あ
る
。

仏
山
で
明
代
中
期
を
境
と
し
て
宗
族
組
織
が
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
は
、
澗
堂
に
関
す
る
調
査
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
『
乾
隆
志
』
巻
三
、

郷
事
志
、
〈
家
廟
〉
、
『
道
光
志
』
巻
五
、
郷
俗
志
、
〈
家
廟
〉
、
『
民
国
士
山
』
巻
九
、
民
族
志
、
〈
各
姓
洞
堂
〉
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
期
（
一
八
世
紀
二

十
年
代
）
、
道
光
期
（
一
九
世
紀
三
十
年
代
）
、
民
国
期
（
ニ

O
世
紀
二
十
年
代
）
各
時
代
の
洞
堂
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
四
七
所
、

一
七
三
所
、
三
六
四

所
で
あ
る
（
表
I
）
。
三
種
の
刊
本
の
う
ち
、
『
民
国
士
山
』
前
掲
〈
各
姓
洞
堂
〉
は
唯
て
澗
堂
の
設
立
年
代
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

合
計
六
十
五
所
の
澗
堂
の
設
立
年
代
が
判
明
す
る
。
こ
れ
を
時
代
別
に
整
理
す
る
と
、
宋
、
元
時
代
に
四
所
、
明
初
に
三
所
で
あ
り
、
後
世
に

比
較
し
て
著
し
く
少
な
く
、
ま
た
連
続
性
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
代
の
宣
徳
J
正
徳
年
聞
の
時
代
（
一
五
世
紀
後
半
・
二
ハ
世
紀
前
半
）
に

五
所
設
立
さ
れ
た
の
を
始
め
と
し
て
、
以
後
、
嘉
靖
か
ら
崇
禎
ま
で
の
時
代
（
一
六
世
紀
中
葉
J
一
七
世
紀
中
葉
）
に
は
、
合
計
三
十
一
所
、
清
代

に
お
い
て
も
、
順
治
か
ら
乾
隆
に
か
け
て
の
時
期
（
一
七
世
紀
中
葉
J
一
八
世
紀
末
）
に
二
十
二
所
、
嘉
慶
か
ら
道
光
に
か
け
て
の
時
期
（
一
人
世

紀
末
l
一
九
世
紀
中
葉
）
に
二
十
所
、
設
立
さ
れ
て
い
る
（
表
E
）。

こ
の
統
計
を
通
じ
て
、
明
代
の
一
五
世
紀
中
葉
以
降
に
澗
堂
建
設
が
継
続
的

な
も
の
と
な
り
始
め
、
と
く
に
一
六
位
紀
以
降
に
お
い
て
は
、
前
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
数
の
嗣
堂
が
設
立
さ
れ
、
こ
の
澗
堂
設
立

の
風
潮
は
清
代
に
ま
で
継
続
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
『
民
国
志
』
は
〈
各
姓
澗
堂
〉
条
の
冒
頭
で
、

先
に
紹
介
し
た



宗族の形成とその構造（井上〕

表 I 各姓 洞堂数

同表の作成に際して参考にしたのは，『乾隆志』巻三，郷事志，〈家廟〉，『道光志』巻五，

郷俗志，〈家廟〉，『民国志』巻九，民族志，〈各姓洞堂〉である。また，同表の洞堂統計の

作成については，次の諸点に留意した。①本論で明清時代の宗族を検討の対象としている

こと，また繁雑になるのを避けるため，民国期の洞堂については，すでに『乾隆志』，『道

光志』で登場している姓についてのみ統計をとり，民国時に新たに記載される姓の胴堂は

省略した。②李氏以下幾つかの姓では，民国期になって澗堂数が急増しているが，そのな

かには，従来仏山に居住していた者と同姓であるものの，直接の祖先は異にし，新たに仏

山に移住してきた人戸によって建設された洞堂が含まれる可能性がある。

ri－－
i郎

筒

U
U
U
E
U
U引
一
川
「
同
一

95 (737) 

乾 隆 年 間

p
o
n
υ

。
。
。
J
n
u
p
o
n
L

作。
1
4
9“
ー
ム

1
4
内

0

1
品
噌
A

T
ム

q
O
唱
i
咽

aA

－i
o
“

1
4
Tム
咽
A

T
ム

’i
9
“
。
，
“

1
A
。ゐ

1
‘

3 

146 

姓不明の澗堂

147 

堂開の明不姓
噌

i

間年
一

5
1
3
3
2
5
3
8
1
2
1
1
3
2
1
1
5
1
4
3
2
1

一

唱

4
の
ゐ
内
O
唱

i
o臼

τム

光
一

道
一

1
4
Tム
噌
よ
唱
L
1
a
唱
ム
噌
目
品
。
G

T
ム
噌
i

唱
i

170 

173 

民国年間

F
b
ヴ

4
0
0
A隼

Q
d
F
b
n
U
Q
U
A侍

A
n
t

。＆
1
L
凋
告
の
A

寸ム

T
ム

ハ
U

A晶

z
o
v
n
o
n
o
t
A

2

4

5

2

4

3

1

1

1

 

aa胃

aa
－
n
L
q
L

n
，a
F
0
 

9
“
 

登

堂
に
洞

た
の
堂

新

姓

洞

に

る

の

期

す

明

国
場
不

民

姓

n
o
 

噌

A

。，“q
u
n
O
唱ム

331 

364 



開堂の設置年代に関する統計

この統計は，『民国志』巻九，民族志，く各姓澗堂〉条に基

づいて作成した。対象とした時代は，宋代以降，清代道光年

間までである。

表E

窪氏3

資氏 1

洗氏l

梁氏3

黄氏1

洗氏1

諦氏1

溶氏1

羅氏1

各姓別調堂数

洗氏4

梁氏3

梁氏3

与氏1

陳氏1

雲氏2

区民2

何氏1

梁氏1

呉氏1

窪氏4

楊氏1

呉氏1

洗氏2

盛氏2

震氏2

李氏2

洗氏2

何氏2

陳氏1

黄氏2

陳氏1

任氏1

陳氏4

英氏1

任氏1

建
設
、
宗
族
の
結
集
が
本
格
化
し
た
と
す
る
こ
の
見
解
は
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

陳氏1

梁氏 1

『
嶺
南
洗
氏
宗
譜
』
と
同
様
に
、

(738) 

嘉
靖
帝
が
夏
言
の
上
奏
を
採
用
し
、

96 

「
民
間
皆
宗
を
聯
ね
廟
を
立
つ
る

を
許
し
」

「
是
に
於
い

て
，三＝？
万て

洞
天
下 て
に i よ
偏2り
rl 、
し
Lー

と
述
J、、

る
と
と
も
に
、
「
吾
が
仏
〔
山
〕
の

自ょ諸
り洞
しも
、亦

是 多
lこく
宗建
を つ
敬 る
まは
い此
族 の
を 時

収
り
」
と
す
る
。
後
世
の
史
料
で

は
あ
る
が
、
先
に
検
証
し
た
幾
つ

か
の
宗
族
形
成
の
事
例
、
澗
堂
設

立
に
関
す
る
調
査
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
嘉
靖
年
間
前
後
に
洞
堂
の

と
こ
ろ
で
、
明
代
中
期
以
降
、
官
僚
等
が
中
心
と
な
っ
て
族
人
の
結
集
に
向
け
て
動
く
と
い
う
在
り
方
は
、
仏
山
鎮
の
み
の
現
象
で
は
な
か

う
に
述
べ
て
い
る
。

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
嘉
靖
六
年
（
一
五
二
七
）
刊
『
広
州
志
』
（
北
京
図
書
館
所
蔵
本
）
巻
三
五
、
〈
礼
楽
〉
は
、
次
の
よ

者祭
重礼
忌
祭士
。大

然夫
召家
主堂多
親建
朋大
飲宗
食小
酔宗
飽洞
、堂

輿
所最
謂為
終近
身古
之
喪四
者廟
異以
尖右
。為

上

一
遵
家
礼
。
惟
冬
至
祭
始
祖
、
立
春
祭
先
祖
、
季
秋
祭
禰
、
未
能
行
也
。
有
祭
田



と
。
同
書
が
刊
行
さ
れ
た
嘉
靖
六
年
を
そ
れ
程
遡
ら
な
い
時
期
に
お
い
て
、
「
士
大
夫
」
（
官
僚
）
の
家
で
、

る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
「
士
大
夫
家
多
建
大
宗
小
宗
悶
堂
、
最
為
近
古
」
）
。
こ
の
記
事
を
通
じ
て
、
広
州
府
一
帯
で
、
こ
の
時
期
、
宗
族
形
成

の
重
要
な
指
標
と
な
る
大
宗

l
小
宗
の
組
織
（
宗
法
）
が
成
立
し
、
ま
た
族
人
結
集
の
紐
帯
と
し
て
の
祖
先
祭
肥
を
挙
行
す
る
場
で
あ
る
洞
堂
（
大

大
宗
、

小
宗
の
澗
堂
が
建
設
さ
れ

宗
・
小
宗
の
）
が
建
設
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

明
代
中
期
以
降
、
宗
法
の
適
用
、
洞
堂
の
設
立
、
族
田
の
設
置
等
が
官
僚
の
間
で
盛
ん
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、

キ
ユ
ウ
シ
ユ

γ

景
泰
五
年
（
一
四
五
四
）
の
進
士
で
、
礼
部
尚
書
等
の
官
職
を
歴
任
し
た
郎
溶
（
広
東
種
山
の
人
）
が
、
朱
子
、
程
顕
の
澗
堂
の
制
度
を
紹
介
し
、

「
士
大
夫
の
家
往
々
に
し
て
其
の
制
に
倣
い
て
之
を
行
う
は
、
率
ね
問
、
断
、
江
、
広
の
人
な
り
」
と
し
た
う
え
で
、
「
民
」
の
中
か
ら
選
抜
さ

や
す

れ
、
「
爵
」
を
与
え
ら
れ
た
「
土
大
夫
」
に
、
「
世
業
の
回
有
れ
ば
、
則
ち
洞
を
立
て
て
以
て
先
霊
を
妥
ん
じ
、
田
を
置
き
て
以
て
祭
需
に
給
せ

よ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
番
馬
県
の
李
義
荘
（
嘉
靖
二
年
の
進
土
、
戸
部
主
事
、
礼
部
郎
中
）
も
、
「
封
建
の
典
天
下
に
行
な
わ
れ
ざ
る
自
り
、

宗
子
の
法
も
廃
る
。
宗
子
の
法
廃
れ
れ
ば
、
則
ち
宗
人
以
て
宗
と
為
す
莫
く
、
祖
を
尊
び
宗
を
敬
ま
う
の
意
、
是
に
於
い
て
棋
然
た
り
」
と
、

宗
法
の
衰
退
を
嘆
き
、
宋
末
の
時
期
に
南
海
県
泌
沖
郷
に
移
住
し
た
都
民
が
海
興
（
嘉
靖
一
三
年
の
進
土
、
福
建
建
陽
県
知
県
）
の
代
に
、
始
祖
を

宗族の形成とその構造〈井上〉

貸
家
、

こ
の
他
、
順
徳
県
の
羅
虞
臣
（
嘉
靖
八
年
の
進
士
、
刑
部
主
事
）
、
東
莞
県
の
実
昌
一
昨
（
隆
慶
五
年
の
進
士
、
四
川
参
議
）
、
な
ど
も
、
大
宗
・
小
宗
の

＠
 

法
の
確
立
を
唱
え
て
い
る
。

祭
る
「
洞
廟
」
を
建
て
、

「
祭
回
」
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て
祖
先
祭
杷
を
維
持
し
た
こ
と
を
賞
賛
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

2 

宗
族
組
織
樹
立
の
経
済
基
盤

さ
て
、
官
僚
等
に
よ
る
澗
堂
を
中
心
と
し
た
族
人
結
集
の
実
現
の
問
題
に
関
し
て
今
一
つ
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗
族
組
織

(739〕

の
樹
立
に
必
要
と
さ
れ
る
基
金
の
問
題
で
あ
る
。
成
化
二
三
年
（
一
四
八
七
）
、
皇
帝
に
『
大
学
術
義
補
』
を
上
呈
し
た
郎
潜
は
、
同
書
の
な
か

で
、
夏
言
の
前
掲
上
奏
に
先
ん
じ
て
、
宗
法
の
確
立
、
澗
堂
、
族
国
（
祭
田
・
書
固
な
ど
）
の
設
置
、
族
譜
の
編
纂
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
が
、

97 



彼
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
宗
族
樹
立
関
連
の
事
業
は
ま
ず
官
僚
（
「
文
巨
」
、
「
仕
宣
」
、
「
禄
食
有
る
の
家
」
）
が
挙
行
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
他
、

③
 

「
財
産
充
足
の
家
」
と
表
現
さ
れ
る
有
産
者
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
、
宗
族
樹
立
に
は
多
額
の
資
金
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
官
僚
・
有
産

者
に
お
い
て
始
め
て
実
現
し
う
る
と
認
識
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族
組
織
が
族
問
、
市
鎮
の
舗
舎
（
商
店
）
な
ど
を
所
有
し
、
ま
た
高
利
貸
経
営
な
ど
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と

「
官
紳
」
及
び
一
般
の
族
人
（
商
人
、
富
戸
）
に
よ
る
指
納
、
宗
族
共
有
財
産

を
検
証
し
た
葉
顕
恩
氏
等
は
、
族
田
等
の
共
有
財
の
来
源
に
は
、

＠
 

を
も
と
に
し
た
更
な
る
増
殖
な
ど
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
宗
族
組
織
の
創
設
資
金
に
焦
点
を
定
め
た
研
究
で
は
な
い
が
、
組
織
維
持
の
資

金
面
に
お
い
て
官
僚
等
が
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
な
し
た
こ
と
は
窺
わ
れ
る
。
前
掲
の
仏
山
の
諸
姓
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
鶴
園
洗
氏
の
大
宗

の
場
合
に
も
、
李
待
聞
は
、
宗
洞
建
設
に
際
し
て
、
族
中
の
「
有
力
者
」

＠
 

に
寄
付
を
求
め
る
と
と
も
に
、
自
ら
資
金
の
増
額
や
書
回
の
寄
付
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
官
僚
等
が
宗
族
組
織
の
樹
立
・
維
持
を

調
、
祭
田
を
設
置
し
た
の
は
、
洗
桂
奇
で
あ
っ
た
し
、
李
氏
（
A
）

目
的
と
し
て
拠
出
し
た
資
金
は
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

一
六
世
紀
前
後
の
時
期
そ
の
郷
里
社
会
で
郷
紳
と
総
称
さ
れ
た
現
任
・
休
職
・
退
職
の
官
僚
及
び
挙
人
・
生
員
な

ど
の
科
挙
及
第
者
に
よ
る
郷
里
社
会
で
の
活
動
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
従
来
の
郷
紳
研
究
が
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
端
的
に
言

え
ば
、
国
家
か
ら
径
役
免
除
等
の
特
権
を
付
与
さ
れ
た
郷
紳
が
郷
里
社
会
の
土
地
所
有
、
商
業
・
高
利
貸
な
ど
様
々
な
経
済
分
野
で
、
政
治
的

＠
 

特
権
や
地
方
官
府
へ
の
影
響
力
を
行
使
し
つ
つ
、
巨
大
な
利
益
を
獲
得
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
郷
紳
の
経
済
活
動
の
一
端
を
次
に
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
嘉
靖
二
八
年
（
一
五
四
九
）
、

＠
 

使
司
分
守
嶺
南
道
左
参
政
の
項
喬
が
出
し
た
布
告

l
「
禁
嘘
主
以
便
市
民
」
ー
に
よ
れ
ば
、

広
東
布
政

広
東
の
撞
市
・
埠
頭
等
の
市
場
に
お
い
て
、

宣
郷
豪
」
（
「
勢
豪
」
、
「
郷
官
」
と
も
い
う
）
の
「
家
人
子
姪
」
ら
が
中
心
と
な
っ
て
店
舗
等
を
聞
き
、

地
方
官
府
へ

嘘
主
を
設
け
て
管
理
さ
せ
、

の
「
納
銀
」
を
条
件
と
し
て
、
店
舗
賃
貸
料
を
一
般
商
人
か
ら
取
る
こ
と
を
許
可
す
る
「
帖
」
を
発
給
し
て
も
ら
い
、

一
旦
、
給
付
さ
れ
る
と
、

「
柴
米
鶏
豚
の
常
資
」
・
「
油
瞳
醤
酷
の
末
品
」
に
至
る
ま
で
、

商
品
に
私
税
を
科
す
る
、

あ
る
い
は
、
「
帖
」
の
給
付
を
待
た
ず
に
、
自
ら
嘘

98 (740) 

勢h



主
と
な
り
、
「
某
都
堂
、
某
公
卿
、
某
科
道
、
某
部
属
等
の
府
」
と
称
し
て
、
「
小
民
の
貨
物
を
抽
取
」
す
る
と
い
う
。
項
喬
は
、
か
か
る
郷
紳

地
方
官
府
が
「
勢
豪
」
の
後
ろ
立
て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
勢
宜
郷
豪
」

の
家
の
横
暴
に
対
し
て
批
判
を
加
え
、

へ
の
許
可
状
（
「
帖
」
）
の
取
り
消
し
、
「
郷
官
」
の
家
の
一

i

家
人
子
姪
」

の
処
分
な
ど
を
指
示
し
て
い
る
。

ま
た
土
地
所
有
の
分
野
で
も
同
様
に
郷
紳
の
家
に
よ
る
所
有
拡
大
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
松
田
吉
郎
氏
の
研

東
莞
等
の
諸
県
が
先
発
地
域
で
あ
り
、

中
期
以
降
に
は
、
南
海
等
の
先
発
地
域
の
郷
紳
が
寄
荘
戸
と
し
て
後
発
の
香
山
県
の
沙
田
を
集
積
す
る
現
象
が
一
般
化
し
た
と
い
加
。
郷
紳
に

よ
る
沙
田
集
積
の
実
態
は
、
明
末
の
順
徳
県
の
生
員
陳
邦
彦
の
「
禁
侵
陶
」
に
詳
し
い
。

究
に
よ
れ
ば
、
明
代
に
お
け
る
珠
江
デ
ル
タ
の
沙
田
開
発
は
、
南
海
、
番
高
、

順
徳
、

新
会
、そ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
郷
紳
」
の
「
子
弟
僕
従
」
、

属
好
徒
」
が
中
心
と
な
っ
て
、
「
承
鮪
を
以
て
名
と
為
し
、
他
人
の
己
成
の
税
回
を
影
占
し
、
認
め
て
己
が
物
と
為
す
。

み
の

て
争
わ
ず
、
官
司
も
之
を
聞
き
て
直
す
能
わ
ず
」
と
い
う
「
占
沙
」
、
「
秋
稼
将
に
登
ら
ん
と
す
る
に
至
る
に
及
び
、

そ
う
さ

募
り
召
き
、
大
船
を
駕
使
せ
し
め
刃
を
列
ね
旗
を
張
り
、

業
戸
は
畏
れ
て
敢
え

豪
家
、

打
手
を

tAE
ト～

以
て
新
占
の
業
を
争
う
」
と
い
う
「
捨
割
ー
」
、

」
う
し
た
「
侵
漁
」
が
横
行
し
て
い

－
n

－o
 

J
r
h
r
 

こ
れ
ら
の
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
郷
紳
の
家
で
は
、
そ
の
家
族
員
（
「
家
人
子
姪
」
、
一
子
弟
」
）
、
奴
僕
（
「
僕
従
」
）
、
族
人
（
「
戚
属
」
）
等
が
実

質
的
な
遂
行
者
と
し
て
、
土
地
所
有
、
市
場
管
理
な
ど
の
分
野
で
、
地
方
官
府
の
庇
護
を
得
て
、
あ
る
い
は
し
ば
し
ば
暴
力
的
手
段
を
用
い
つ

宗族の形成とその構造（井上）

っ
、
経
済
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
た
。

先
に
紹
介
し
た
石
頭
塞
氏
の
家
は
、
郷
紳
在
世
中
に
展
開
さ
れ
る
様
々
な
経
済
活
動
を
最
も
よ
く
窺
い
う
る
事
例
で
あ
る
c

始
遷
祖
以
来
、

小
商
売
な
ど
に
従
事
し
て
き
た
塞
氏
に
お
い
て
は
、

後
に
官
界
に
入
る
震
轄
が
遺
産
相
続
し
た
時
に
は
、
「
公
素
よ
り
貧
な
り
。

③
 

「
貧
」
と
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
震
轄

兄
弟
五
人
の

田
は
四
十
畝
に
過
ぎ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、

震
氏
兄
弟
が
所
有
す
る
土
地
は
少
な
く
、

の
任
官
後
、
塞
氏
の
経
済
活
動
は
、
当
時
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
香
山
県
で
の
寄
荘
地
設
置
、
仏
山
の
雄
市
（
扮
水
正
埠
と
い
う
）
で

の
商
業
活
動
を
始
め
と
し
て
、
同
じ
く
仏
山
で
の
製
鉄
業
経
営
、
石
湾
で
の
陶
磁
器
業
経
営
、
更
に
銀
鉱
山
の
開
発
、
塩
の
取
り
引
き
、
林
業

明
代戚
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財
生
活
を
挙
行
し
た
が
（
前
述
）
、

な
ど
多
方
面
に
及
ん
で
い
旬
。
嘉
靖
四
年
（
一
五
二
五
）
、
震
轄
は
、
大
宗
洞
・
書
院
を
建
設
す
る
と
と
も
に
、
「
合
襲
」
と
い
う
宗
族
の
同
居
共

こ
れ
ら
の
多
角
的
経
営
で
あ
り
、
「
置
く
所

〔742)

こ
の
時
の
宗
族
組
織
樹
立
の
経
済
基
盤
と
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、

100 

の
産
業
」
は
「
悉
く
同
祖
の
兄
弟
と
之
を
共
に
」
す
る
（
前
掲
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
宗
族
共
有
財
に
移
管
し
た
。
塞
箱
の
よ
う
に
、
私

＠
 

産
の
多
く
を
宗
族
共
有
財
と
し
、
か
つ
族
人
の
「
合
襲
」
を
挙
行
す
る
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
震
氏
の

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

事
例
を
通
じ
て
、
郷
紳
に
よ
る
多
面
的
な
経
済
活
動
こ
そ
が
、
多
額
の
費
用
を
必
要
と
さ
れ
る
宗
族
組
織
整
備
の
経
済
的
裏
付
け
と
な
っ
て
い

①
は
じ
め
に
註
③
で
紹
介
し
た
西
川
喜
久
子
、
片
山
剛
両
氏
の
諸
論
文
。
西
川
喜

久
子
氏
は
、
そ
の
他
、
最
近
に
な
っ
て
、
宗
族
に
関
連
し
た
研
究
と
し
て
、
「
順

徳
団
練
総
局
の
成
立
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一

O
五
、
一
九
八
八
年
）
を

発
表
し
て
い
る
。

②
す
で
に
拙
稿
「
賀
佐
『
泰
泉
郷
礼
』
の
世
界
1
郷
約
保
甲
制
に
関
連
し
て

l
」

（
『
東
洋
学
報
』
六
七
l
三
・
四
、
一
九
八
六
年
）
で
、
片
山
氏
の
主
張
に
対
し
て

疑
問
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。

③
劉
志
偉
「
明
清
珠
江
三
角
州
地
区
里
甲
制
中
H
戸
u
的
街
変
」
（
『
中
山
大
学
学

報
』
一
九
八
八
年
第
三
期
）
。

③
「
論
珠
江
三
角
州
的
族
田
」
、
「
封
建
宗
法
勢
力
対
仏
山
経
済
的
控
制
及
其
産
生

的
影
響
」
（
と
も
に
前
掲
『
明
清
広
東
社
会
経
済
形
態
研
究
』
所
収
）
。

⑤
前
掲
「
封
建
宗
法
勢
力
対
仏
山
経
済
的
控
制
及
其
産
生
的
影
響
」
。

⑥
宣
統
二
年
刊
『
嶺
南
洗
氏
宗
譜
』
（
洗
宝
翰
総
纂
）
巻
三
、
分
房
誕
問
。

⑦
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
譜
』
巻
三
之
二
十
、
分
一
房
一
譜
・
練
園
一
房
一
。

③
『
仏
山
経
済
資
料
』
一
一
一

O
六
頁
に
引
用
さ
れ
た
洗
宝
翰
『
鶴
国
洗
氏
家
譜
』
巻

六
之
二
の
洗
瀬
通
の
伝
記
。

⑨
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
世
間
』
巻
三
之
二
十
、
分
房
譜
・
練
閤
房
。

⑬
前
掲
『
鶴
園
洗
氏
家
譜
』
巻
六
之
二
、
〈
七
世
蘭
渚
公
伝
〉
（
『
仏
山
経
済
資
料
』

三
O
八
頁
。

⑬
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
譜
』
巻
三
之
二
十
、
分
房
譜
・
練
園
房
、
湛
若
水
撰
「
履

斎
公
墓
表
」
。

⑫
洗
桂
奇
の
経
歴
は
、
鹿
尚
鵬
「
少
一
公
墓
表
」
（
『
嶺
南
洗
氏
宗
譜
』
巻
三
之
二

十
収
録
）
、
『
道
光
士
山
』
巻
九
、
人
物
志
、
〈
洗
桟
奇
〉
伝
な
ど
に
記
載
さ
れ
る
。

ま
た
彼
が
仏
山
で
行
っ
た
飢
飽
対
策
に
つ
い
て
は
、
虚
夢
陽
撰
「
世
済
忠
義
記
」

（
嘉
靖
三
二
年
、
『
仏
山
経
済
資
料
』
五
頁
）
に
詳
し
い
。

⑬
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
譜
』
巻
三
之
二
十
、
分
房
世
間
・
練
園
官
房
、
〈
洞
堂
〉
収
録
。

⑬
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
諮
』
巻
三
之
二
十
、
品
川
房
譜
・
練
園
房
。

⑬
『
夏
桂
洲
奏
議
』
（
南
京
図
書
館
所
蔵
本
）
巻
二
一
、
南
宮
集
之
一
一
一
に
収
録
。

夏
言
の
上
奏
文
は
、
王
折
『
統
文
献
通
考
』
巻
一
一
五
、
宗
廟
考
、
〈
大
臣
家
廟
〉

に
も
抄
録
さ
れ
て
い
る
。

夏
言
は
、
上
奏
文
の
な
か
で
、
洪
武
帝
に
よ
る
宗
族
弾
圧
を
念
頭
に
置
い
て
、

明
初
以
来
の
始
祖
・
先
祖
祭
犯
の
衰
退
を
嘆
き
、
そ
の
祭
杷
の
復
活
と
官
僚
に
対

す
る
家
廟
設
立
の
許
可
を
求
め
て
い
る
。

⑬
李
待
問
『
李
氏
族
譜
』
巻
五
、
世
徳
記
、
〈
広
成
公
伝
〉
（
『
仏
山
経
済
資
料
』

三
O
四
頁
）
。

⑫
以
上
、
と
も
に
前
掲
『
李
氏
族
譜
』
巻
五
、
世
徳
記
所
収
の
人
物
伝
に
拠
る



宗族の形成とその構造〈井上）

（
『
仏
山
経
済
資
料
』
三

O
四
J
三
O
五
頁
）
。

⑬
『
道
光
志
』
巻
九
、
人
物
士
山
、
名
臣
、
〈
李
待
問
〉
伝
。

⑬
『
仏
山
経
済
資
料
』
四
六
一

J
四
六
二
頁
に
収
録
。

＠
『
滑
屋
文
集
』
巻
十
、
家
訓
続
編
、
〈
先
徳
〉
。

＠
霊
諮
の
経
歴
は
、
窪
鱈
の
子
の
与
蔵
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
石
頭
録
』
（
『
震
文

敏
公
全
集
』
収
録
）
で
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

＠
前
掲
塞
与
回
収
『
石
頭
録
』
、
光
緒
二
入
年
刊
『
石
頭
霊
氏
族
韓
日
』
巻
て
〈
紀
記
〉
。

＠
前
註
③
参
照
。

＠
前
註
③
参
照
。

＠
前
掲
『
李
氏
族
譜
』
巻
五
、
世
徳
記
、
〈
祖
考
岡
野
公
〉
伝
。

＠
羅
一
星
『
明
清
時
期
仏
山
冶
鉄
業
研
究
」
ハ
前
掲
『
明
清
広
東
社
会
経
済
形
態
研

究
』
収
録
）
。
蒋
祖
縁
「
清
代
仏
山
的
商
業
和
商
人
」
、
黄
建
新
・
羅
一
星
「
論
明

清
時
期
仏
山
城
市
経
済
的
発
展
」
（
と
も
に
前
掲
『
明
清
広
東
社
会
経
済
研
究
」

所
収
）
。

＠
郎
溶
「
南
海
黄
氏
洞
堂
記
」
、
李
義
荘
「
泌
神
郷
氏
始
祖
宋
承
徳
郎
墓
碑
」
、
羅

虞
臣
「
小
宗
弁
」
、
実
園
田
昨
「
答
劉
天
虞
司
隆
寄
」
。
以
上
の
文
章
は
そ
れ
ぞ
れ
、

『
広
東
文
徴
』
改
編
本
巻
七
、
巻
一
一
、
巻
一
四
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑧
郎
溶
『
大
学
桁
義
補
』
巻
四
九
か
ら
巻
五
三
に
至
る
〈
家
郷
之
礼
〉
。

⑫
禁
・
訴
前
掲
「
論
珠
江
三
角
州
的
族
回
」
。
ま
た
、
前
掲
『
明
清
広
東
社
会
経

済
研
究
』
所
収
の
「
明
清
珠
江
三
角
州
農
業
商
業
化
与
拝
市
的
発
展
」
及
び
「
略

論
明
清
珠
江
三
角
州
的
高
利
貸
資
本
」
。

第
二
章

宗
族
組
織
の
特
質
と
「
官
族
」
の
成
立

1 

教

育

の

重

視

さ
て
、
郷
紳
ら
を
中
心
と
し
て
設
立
さ
れ
た
宗
族
に
内
包
さ
れ
る
諸
機
能
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
従
来
の
研
究
の
な
か
で
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ

＠
前
掲
『
李
氏
族
譜
』
巻
七
、
〈
杷
業
〉
。

＠
こ
の
問
題
に
触
れ
た
論
考
は
数
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
。
理
論
的
に
整
理
さ
れ

た
研
究
と
し
て
は
、
重
田
徳
「
郷
紳
一
支
配
の
成
立
と
構
造
」
（
岩
波
講
座
『
世
界

歴
史
』
一
二
、
一
九
七
一
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
佐
伯
有
一
「
明
末
の
董
氏
の
変
」

〈
『
東
洋
史
研
究
』
｝
六
1
一
、
一
九
五
七
年
）
は
、
最
も
早
い
時
期
に
、
郷
紳
の

多
角
経
営
の
事
例
を
発
掘
し
た
も
の
で
あ
る
。

＠
『
嘉
靖
・
広
東
通
志
』
巻
二
五
、
民
物
志
、
〈
雄
市
〉
収
録
。

＠
「
明
末
清
初
広
東
珠
江
デ
ル
タ
の
沙
回
開
発
と
郷
紳
支
配
の
形
成
過
程
」
（
『
社

会
経
済
史
学
』
四
六
｜
六
、
一
九
八
一
年
三

＠
『
陳
厳
野
先
生
全
集
』
巻
て
奏
疏
、
〈
上
中
興
政
要
疏
〉
収
録
。

＠
前
掲
『
石
頭
録
』
。

⑧
霊
氏
に
よ
る
多
角
経
営
の
内
容
は
、
富
絡
が
石
頭
の
家
族
に
宛
て
た
多
数
の
書

簡
（
『
震
文
敏
公
全
集
』
巻
七
所
収
〉
、
あ
る
い
は
霊
鱈
『
家
訓
』
の
諸
規
定
を
通

じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
程
穏
は
、
家
人
・
族
人
に
よ
る
急
激
な

経
済
活
動
に
対
し
て
批
判
を
加
え
、
戒
め
て
い
る
。

＠
郎
溶
は
、
『
大
学
桁
義
補
』
の
前
掲
〈
家
郷
之
礼
〉
の
な
か
で
、
「
漢
唐
以
来
」

し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
「
累
世
同
居
共
袋
之
制
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
宗
族
確

立
の
方
法
と
し
て
採
用
し
う
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
経
済
的
負
担
、
収
容
人
員

な
ど
の
点
か
ら
し
て
、
始
祖
以
来
六
、
七
世
後
も
、
累
世
間
居
を
継
続
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、
こ
の
方
法
を
退
け
て
い
る
。

101 (743) 



れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
洞
堂
の
設
立
・
維
持
と
祖
先
祭
組
の
継
続
、
宗
法
に
よ
る
族
人
の
統
制
、
宗
族
中
の
下
層
民
へ
の

援
助
、
族
回
、
店
舗
な
ど
の
共
有
財
の
維
持
、
税
糧
等
の
納
入
、
族
産
や
族
人
の
利
益
を
守
る
た
め
に
行
わ
れ
る
行
動
（
械
闘
）
、
更
に
科
挙
及

①
 

第
、
任
官
を
目
的
と
し
た
族
人
の
教
育
へ
の
援
助
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
族
と
い
う
血
縁
組
織
が
多
様
な
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
、

前
出
の
深
村
壁
の
石
頭
屋
氏
の
宗
族
を
事
例
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

骨
佳
話
が
同
居
共
財
生
活
を
基
本
と
す
る
宗
族
組
織
に
つ
い
て
規
定
し
た
前
掲
『
家
訓
』
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
宗
族
組
織
で
は
、
祖
先
祭
租

を
通
じ
て
族
人
を
統
制
す
る
宗
子
な
い
し
宗
子
が
「
賢
」
で
な
い
場
合
に
設
け
ら
れ
る
家
長
が
宗
族
の
維
持
に
関
す
る
全
て
の
業
務
を
統
括
し
、

そ
の
も
と
で
「
田
事
を
綱
領
す
る
者
」
、
「
貨
を
司
る
者
」
な
ど
が
、
共
有
財
の
製
鉄
業
、
陶
磁
器
業
、
租
佃
地
な
ど
を
管
理
す
る
（
〈
家
訓
提
綱
〉
）
。

か
い
よ
ね
う
り
よ
ね

第
二
に
、
共
有
財
か
ら
の
収
入
は
、
族
人
の
食
糧
、
賦
役
、
飢
謹
対
策
、
擢
躍
、
祭
問
、
奴
僕
へ
の
給
付
、
冠
・
婚
・
葬
な
ど
の
諸
経
費
に

充
当
さ
れ
る
（
巻
一
）
。
第
三
に
、
洞
回
、
学
回
を
付
随
し
た
洞
堂
、
社
学
、
書
院
を
設
立
し
、
各
租
佃
地
か
ら
の
収
入
に
よ
り
運
営
す
る
（
〈
附

録
〉
）
。
第
四
に
、
「
計
口
授
田
」

つ
ま
り
族
中
の
「
子
姪
」
等
族
人
に
一
定
の
田
畝
を
給
付
し
て
耕
作
さ
せ
、

毎
年
そ
の
収
穫
物
を
倉
に
蓄
え
、

改
め
て
族
人
の
食
糧
（
「
家
衆
の
口
食
」
）
と
し
て
給
付
す
る
も
の
で
あ
る
（
巻
二
。

以
上
の
よ
う
に
、
石
頭
塞
氏
の
宗
族
も
ま
た
多
様
な
機
能
を
内
包
し
て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
と
の
関
係
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、
蓬
揺
が
族
人
に
対
し
て
直
接
農
業
労
働
を
課
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
仁
井
田
陸
氏
は
、
宋
代
以
降
の
宗
族
の
最
も
重
要
な
特

②
 

徴
と
し
て
、
族
中
の
佃
戸
等
下
層
農
民
の
再
生
産
を
保
障
す
る
機
能
を
掲
げ
て
い
た
。
確
か
に
塞
轄
は
、
「
人
家
の
養
生
は
農
園
を
重
し
と
為

す
。
末
俗
浮
を
尚
び
田
を
治
め
ず
、
坐
し
て
表
期
を
与
に
す
」
（
巻
一
の
序
文
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
農
業
へ
の
従
事
こ
そ
、
「
人
家
」
の
安
定
の

途
だ
と
い
う
考
え
を
も
ち
、
こ
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
「
計
口
授
田
」
の
計
画
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
塞
轄
は
果
た
し
て
族
中
の
下
層

農
民
の
生
産
・
生
活
の
維
持
を
本
来
の
目
的
と
し
て
、
土
地
を
給
付
し
農
業
労
働
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
心
配
し
た
の
は
、
族

の
衰
退
に
つ
な
が
る
点
で
あ
っ
た
（
上
文
）
。
ま
た
塞
揺
は
、

人
が
「
末
俗
」
の
よ
う
に
「
浮
を
尚
ぴ
、

田
を
治
め
」
ず
、
こ
の
こ
と
、
が
「
人
家
」

「
家
の
輿
」
を
支
え
る
の
は
、
「
賢
」
な
る
「
子
姪
」
で
あ
る
と
し
、
「
惰
」
「
奪
」
に
流
れ
る
「
不
肖
」
の
「
子
姪
」
が
多
け
れ
ば
、
「
以
て
其
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や
ぶ

の
家
を
敗
る
」
と
も
い
う
（
巻
一
、
〈
子
姪
〉
）
。

こ
れ
ら
の
塞
轄
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
彼
は
、
本
来
農
民
で
あ
る
族
人
の
生
産
・
生
活
を
維
持

す
る
た
め
に
「
計
口
授
田
」
を
実
施
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
「
家
の
輿
」
を
支
え
る
「
子
姪
」
ら
が
怠
惰
な
生
活
に
溺
れ
、

遂
に
は

「
人
家
」
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
農
業
労
働
を
課
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
直
接
農
業
労
働
を
通
じ

て
「
子
姪
」
ら
族
人
の
勤
労
精
神
を
発
揚
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

族
中
の
「
子
姪
」
ら
に
対
し
て
最
も
期
待
さ
れ
た
も
の
が
農
業
労
働
へ
の
従
事
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『
家
訓
』
巻
一
、
〈
子
姪
〉
の
第
一
条

に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

凡
子
姪
七
歳
以
上
入
社
内
学
。
十
歳
以
上
讃
、
暇
則
耕
或
程
、
十
五
以
上
習
事
業
勿
耕
、
二
十
五
以
上
翠
業
不
成
、
婦
耕
。
事
業
己
成
、
及
入
府
耐
師
事
、
免
耕
。

四
十
五
以
上
猶
附
皐
兼
考
家
業
功
最
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
震
氏
で
は
宗
族
組
織
設
立
後
、
社
学
、
書
院
を
設
立
し
て
い
た
。
上
文
の
な
か
で
塞
話
は
、
七
歳
以
上
の
族
人
の
子

弟
に
対
し
て
例
外
な
く
、
社
学
へ
の
入
学
を
義
務
付
け
、
十
五
歳
以
上
で
科
挙
を
目
指
す
子
弟
、
ま
た
府
・
県
学
に
入
学
し
た
者
に
は
農
業
労

働
を
免
除
し
、
そ
う
で
な
い
者
に
は
耕
作
が
課
せ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
「
家
の
輿
」
の
鍵
を
握
る
と
さ
れ
た
子
弟
に
最
も
要
求
さ
れ
た
の
は
、
社

学
等
で
儒
教
的
教
養
を
習
得
し
て
科
挙
に
及
第
し
、
更
に
は
任
官
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
震
轄
は
「
合
襲
」
挙
行
後
、
し
ば
し

③
 

関
連
の
規
約
を
増
し
て
い
る
。

ば
任
地
か
ら
書
簡
を
送
り
、
社
学
、
書
院
の
「
社
学
生
」
、
「
童
生
」
を
叱
時
し
、

ま
た
、
『
家
訓
』
の
な
か
で

宗族の形成とその構造（井上〉

は
、
す
で
に
官
僚
と
な
っ
た
者
に
、
奴
僕
の
使
用
を
許
し
、
あ
る
い
は
食
事
、
喪
礼
で
も
優
遇
措
置
を
与
え
、
族
中
の
官
僚
の
特
別
な
地
位
を

認
め
た
（
一
巻
）
。

南
海
県
の
出
身
で
、

一
条
鞭
法
の
施
行
者
と
し
て
知
ら
れ
る
鷹
尚
鵬
も
ま
た
、
族
人
に
対
し
て
科
挙
及
第
、
任
官
を
期
待
し
て
い
る
。
か
れ

は
、
そ
の
『
腐
氏
家
訓
』
（
『
嶺
南
遺
書
』
所
収
本
）
の
な
か
で
、

「
民
家
の
常
業
は
、
農
、
商
を
出
で
ず
」
と
し
て
、

佃
戸
を
用
い
た
農
業
経
営
、

商
業
経
営
の
心
得
を
詳
し
く
書
き
残
し
て
い
る
が
、
次
の
規
定
の
な
か
に
は
、
彼
の
職
業
観
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

子
弟
以
儒
書
為
世
業
、
畢
力
従
之
。
力
不
能
、
則
必
親
農
事
、
務
其
身
、
食
其
力
、
乃
能
立
其
家
、
否
則
束
手
坐
因
、
濁
不
患
凍
鮫
乎

0

・・
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士
農
工
商
各
居
一
審
。
士
為
貴
、
農
次
之
、
工
商
又
次
之
。
量
力
勉
圏
、
各
審
所
尚
、
皆
存
乎
其
人
耳
。
：
・

（
同
書
〈
務
本
業
〉
）

（
同
書
〈
端
好
尚
〉
）

す
な
わ
ち
、
鹿
尚
鵬
は
、
同
氏
の
子
弟
の
生
業
と
し
て
、
農
業
・
手
工
業
へ
の
従
事
を
勧
め
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
次
善
の
策
で
あ
り
、
国
寂

も
「
貴
」
と
さ
れ
、
ま
た
「
世
業
」
と
さ
れ
た
の
は
、
「
土
」
と
な
る
こ
と
、

つ
ま
り
任
官
の
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宗
族
の
子
弟
の
教
育
、
そ
の
教
育
を
通
じ
て
の
官
僚
の
養
成
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
珠
江
デ
ル
タ
で
宗
族
組
織
が
急
速
に
展
開

す
る
明
代
後
半
の
時
期
の
み
の
現
象
で
は
な
い
。
仏
山
鎮
で
嘉
靖
年
間
以
降
、
清
代
の
乾
隆
、
道
光
年
間
に
か
け
て
宗
族
の
樹
立
が
進
捗
し
た

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
他
、
明
末
清
初
の
人
で
あ
る
屈
大
均
の
『
広
東
新
語
』
巻
一
七
、
〈
祖
洞
〉
は
、
「
嶺
南
の
著
姓
右
族
」
に
つ

い
て
、
以
前
は
「
広
州
〔
城
〕
に
於
い
て
盛
ん
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
「
之
を
世
に
広
め
」
、
「
一
郷
に
一
姓
、
或
は
一
郷
に
二
三
姓
」
と
い

う
よ
う
に
単
姓
或
は
複
数
の
姓
の
者
が
居
住
す
る
「
郷
に
於
い
て
も
盛
ん
」
に
な
り
、

大
宗
・
小
宗
の
洞
堂
を
、

「
千
人
の
族
」
で
数
十
所
、

族
人
が
百
に
満
た
な
い

『
薙
正
殊
批
諭
旨
』
の
那
弥
達
の
薙
正
九
年
（
一
七
三
一
）
三
月
二
十
二
日
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
「
臣
査
す
ら
く
、

「
小
姓
単
家
」
で
も
数
所
所
有
し
、

「
始
祖
」
祭
杷
を
契
機
と
す
る
「
収
族
」
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
と
い
う
し
、

専
属
各
郷
に
は
、

大
姓
と
小

姓
の
分
有
り
、
大
姓
は
則
ち
戸
口
数
千
余
丁
、
小
姓
は
乃
ち
雑
姓
に
し
て
附
居
し
、
事
に
遇
は
ば
、
惟
だ
大
姓
に
是
れ
聴
く
の
み
。
今
擬
す
ら

く
、
以
て
大
姓
戸
内
よ
り
言
行
公
正
の
貢
、
監
を
択
び
、
立
て
て
郷
長
と
為
し
、
其
れ
を
し
て
本
家
及
び
附
居
の
雑
姓
を
稽
査
せ
し
め
よ
：
：
：
」

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
通
じ
て
、
清
代
に
は
、
単
に
同
姓
の
者
が
特
定
の
地
域
に
居
住
す
る
の
み
で
な
く
、
洞
堂
を
中
心
と
し
て
族
人
相

こ
の
よ
う
な
宗
族
に
つ
い
て
、
道
光
二
年
（
一

互
が
結
集
し
、
宗
族
組
織
を
形
成
す
る
状
況
が
一
般
的
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

八
八
二
）
刊
『
広
東
通
志
』
巻
九
二
、
輿
地
略
十
、
〈
風
俗
〉
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
民
、
洞
を
建
つ
る
を
重
ん
じ
、
多
く

祭
田
を
置
き
、
歳
ご
と
に
其
の
入
を
収
む
」
と
し
た
う
え
で
、
宗
族
所
有
の
祭
田
の
収
入
は
、
祖
先
祭
杷
の
費
用
の
他
、
三
つ
の
用
途
に
支
出

さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
「
朔
日
、
子
弟
を
洞
に
進
め
、
以
て
文
試
を
童
子
に
課
す
る
者
に
は
助
く
る
に
巻
金
を
以
て
し
、
駅
南
に
列

ル』戸り

な
る
者
に
は
助
く
る
に
膏
火
及
び
科
歳
の
用
度
を
以
て
し
、
秋
携
を
捷
え
て
礼
闇
に
赴
む
く
者
に
は
助
く
る
に
路
費
を
以
て
す
」
と
い
う
。
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ま
り
、
子
弟
を
教
育
す
る
族
人
、
各
学
の
生
員
、
挙
人
等
科
挙
を
目
指
す
者
に
対
し
て
、
奨
励
金
、
学
費
、
受
験
準
備
費
用
な
ど
を
支
給
す
る

も
の
で
あ
る
。
以
下
、
同
史
料
は
、

六
O
歳
以
上
の
老
人
、
「
貧
困
残
疾
者
」
、
「
婚
嫁
喪
葬
に
力
無
き
者
」
な
ど
へ
の
援
助
、

及
び
飢
謹
時
に

「
丁
を
計
り
て
粟
を
発
す
」
こ
と
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
は
「
敦
く
宗
族
に
睦
む
と
謂
う
べ
し
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
な
か
で
も
、
祖
先

祭
杷
関
係
を
除
く
「
祭
田
」
収
入
の
用
途
と
し
て
筆
頭
に
族
人
の
教
育
へ
の
援
助
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
宗
族
一
般
に
お
い
て
、
科
挙
及
第
が

重
視
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
宗
族
が
科
挙
及
第
、
任
官
を
目
的
と
し
た
教
育
を
援
助
す
る
方
法
は
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
石
頭
塞
氏
の
よ
う
に
、
独

自
に
社
学
、
書
院
と
い
っ
た
教
育
機
関
を
設
立
す
る
場
合
で
あ
る
。
震
氏
の
他
、
例
え
ば
明
末
の
天
啓
年
間
に
全
二
十
八
族
の
族
人
を
結
集
し

「
子
弟
業
を
鼎
い
、
科
歳
に
及
び
て
考

た
洗
氏
に
お
い
て
も
、
清
代
に
な
っ
て
、

広
州
城
内
の
大
宗
洞
の
傍
ら
に
「
試
館
」
（
書
院
）
を
建
て
、

に
応
ず
る
の
居
る
所
」
と
な
し
、
洗
氏
の
卿
雲
な
る
者
は
、
こ
の
書
院
で
八
年
に
わ
た
っ
て
「
講
学
」
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
「
各
房
の
志
有
る

③
 

の
土
は
、
郷
由
り
省
に
来
た
り
て
業
を
緯
い
、
安
を
卜
い
て
居
し
考
に
赴
む
く
」
と
い
う
。
ま
た
、
乾
隆
三
十
六
年
の
挙
人
で
あ
る
莫
応
昌
の

宗族の形成とその構造〔井上）

代
に
仏
山
に
移
住
し
、
進
士
、
官
僚
を
相
継
ぎ
送
り
出
し
て
「
仏
山
の
望
族
」
と
評
さ
れ
た
莫
氏
で
は
、
代
々
「
家
学
」
の
風
が
あ
っ
た
と
い

⑤
 

う
が
、
こ
れ
も
家
で
の
教
育
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
仏
山
で
は
、
嘉
靖
年
間
に
、
四
社
学
が
復
興
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
厚
俗
社
学
は
、

、

、

こ

こ

、

、

、

お

も

す

み

や

清
代
の
康
照
年
間
ま
で
の
聞
に
、
「
前
人
族
を
斯
に
緊
む
、
以
為
へ
ら
く
、
聖
人
の
道
、
百
行
典
型
車
か
に
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
よ

⑥
 

う
に
、
特
定
の
宗
族
の
教
育
の
場
と
化
し
て
い
た
。
ま
た
、
『
乾
隆
志
』
巻
七
、
〈
郷
学
志
〉
に
は
、
合
計
八
所
の
書
院
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
う
ち
、
心
性
、
桂
香
な
ど
の
書
院
は
個
人
名
で
設
立
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
個
別
の
宗
族
の
所
有
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
一
つ
は
、
族
回
収
入
の
な
か
か
ら
族
人
の
教
育
費
用
を
捻
出
す
る
場
合
で
あ
る
。
『
道
光
・
広
東
通
志
』
の
前
掲
記
事
は
、
「
祭
田
」
の
名

自
の
族
田
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
の
一
部
が
科
挙
受
験
者
ら
へ
の
援
助
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。
ま
た
以
下
の
よ
う
に
、
教
育
費
用

105 (747) 

の
捻
出
を
主
目
的
と
し
た
族
回
が
設
置
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
比
較
的
早
い
時
期
に
設
け
ら
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
明
代
中
期
に
仏
山
の
洗
顔

通
が
住
居
付
近
の
「
園
地
五
十
畝
、

回
二
百
余
畝
」
を
出
し
て
、
「
祭
回
」
と
「
謄
学
田
」
と
な
し
た
も
の
が
あ
り
、
「
皆
郷
に
未
だ
之
れ
有
ら



⑦
 

ざ
る
な
り
」
と
評
さ
れ
た
。

ま
た
、
同
じ
く
仏
山
の
李
待
聞
は
、

お
こ

き
、
以
て
子
孫
の
学
に
力
む
る
者
を
作
さ
ん
、
循
循
と
し
て
失
な
う
勿
き
を
願
う
な
り
」
と
い
い
、

め
に
書
田
を
設
け
句
。
更
に
、
明
末
清
初
の
時
期
に
宗
一
刷
、
族
国
を
整
備
し
た
大
岸
（
仏
山
の
付
近
）
の
塞
氏
で
は
、
康
照
二
十
九
年
（
一
六
九
O
）

さ
か

以
て
起
風
騰
蚊
の
慶
を
大
ん

大
宗
澗
を
設
立
し
て
宗
族
を
結
集
し
た
際
に
、
「
又
書
田
八
十
五
畝
零
を
置

(748〕

一
族
の
子
孫
の
教
育
費
用
に
充
当
す
る
た
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の
共
有
財
に
関
す
る
規
則
に
よ
れ
ば
、
「
子
弟
謹
学
の
助
け
、
灯
油
巻
資
の
必
需
は
、
応
に
広
く
書
回
を
置
き
、

⑨
 

に
す
べ
し
」
と
い
い
、
書
田
の
収
益
を
も
と
に
し
た
宗
族
の
子
弟
の
教
育
へ
の
援
助
が
勧
め
ら
れ
た
。
先
に
紹
介
し
た
宗
族
単
位
で
書
院
等
の

教
育
施
設
を
設
立
す
る
の
に
較
べ
れ
ば
、
書
回
を
収
入
源
と
し
て
族
人
の
科
挙
準
備
に
援
助
を
与
え
る
方
式
は
よ
り
少
な
い
経
費
で
済
む
点
か

ら
す
れ
ば
、
こ
の
方
式
が
一
般
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
仏
山
で
は
、
明
代
の
嘉
靖
年
間
以
降
に
社
学
・
書
院
の
整
備
が
進
み
、
こ
の
う
ち
崇

正
社
学
、
扮
江
義
学
（
嘉
慶
年
間
に
仏
山
書
院
に
改
称
）
、

回
心
書
院
な
ど
は
、
清
末
ま
で
継
続
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
個
人
の
設
立
で
は
な
く
、
仏

⑬
 

山
の
郷
紳
が
共
同
で
設
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
教
育
、
文
章
の
優
劣
の
競
争
な
ど
の
機
能
を
も
っ
。
独
自
に
教
育
機
闘
を
所
有
し
え
な
い
宗
族

に
と
っ
て
は
、
例
え
ば
書
回
な
ど
の
収
益
を
も
と
に
経
済
援
助
の
み
を
お
こ
な
い
、
教
育
等
は
こ
う
し
た
地
域
の
共
同
機
関
に
任
せ
る
場
合
も

多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

2 

「
官
族
」
の
成
立

で
は
、
明
代
中
期
以
降
郷
紳
等
を
中
心
と
し
て
盛
ん
に
樹
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
宗
族
に
お
い
て
、
族
人
の
生
産
・
生
活
の
保
障
の
諸
機

能
を
内
包
し
つ
つ
、
と
り
わ
け
科
挙
を
通
じ
て
官
僚
を
送
り
出
す
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
郷
里
社
会
の
社
会
構
造
に
い
か
な
る
影

響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
仏
山
を
例
と
し
て
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。

『
乾
隆
志
』
巻
六
、
郷
俗
志
、
〈
氏
族
〉
、
『
道
光
志
』
巻
玉
、
郷
俗
志
、
〈
氏
族
〉
に
よ
れ
ば
、
各
時
代
に
仏
山
に
居
住
し
て
い
た
「
氏
族
」

は
、
乾
隆
年
間
に
一

O
九
、
道
光
年
聞
に
九
十
二
を
数
え
る
が
、
こ
の
清
代
の
諸
「
氏
族
」
の
う
ち
の
一
部
は
「
土
著
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
洗
宝
禎
（
清
末
光
緒
の
人
）
「
重
修
仏
山
霊
祖
澗
碑
記
」
は
、
「
我
が
本
盤
の
八
図
は
、
戸
籍
を
開
建
し
て
よ
り
数
百
年
を
歴
し
、

丁
口
繁



街
に
し
て
資
産
豊
殖
な
り
。
：
：
：
前
明
に
鎮
を
設
け
て
自
り
後
、
四
方
よ
り
幅
膜
し
、
図
に
附
し
て
籍
を
占
め
る
者
、
土
著
に
数
倍
す
」
と
述

べ
て
お
り
、
こ
の
記
述
を
通
じ
て
、
新
た
に
移
住
し
た
「
附
図
占
籍
者
」
と
は
区
別
さ
れ
、
八
図
か
ら
構
成
さ
れ
る
仏
山
の
図
甲
制
に
戸
籍
を

聞
い
た
も
の
を
「
土
著
」
と
称
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
仏
山
の
図
甲
編
成
を
見
る
と
、
二

O
図
、
二
一
図
、

⑪
 

一
一
九
図
の
八
図
が
設
け
ら
れ
、
各
図
は
と
も
に
十
甲
か
ら
な
る
。
珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
制
に
検
討
を
加
え

一
一
四
図
、

一
一
五
図
、

一
一

六
図
、

一
一
七
図
、

一
一
八
図
、

一
般
に
当
地
の
図
甲
制
は
一
図
H
十
甲
の
構
成
で
、⑫

 

も
に
、
総
戸
の
戸
名
は
長
期
に
わ
た
り
変
更
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
と
い
う
。

た
片
山
剛
氏
に
よ
れ
ば
、

一
甲
は
一
つ
の
総
戸
と
不
定
数
の
子
戸
か
ら
編
成
さ
れ
る
と
と

『
乾
隆
志
』
、
『
道
光
志
』
両
刊
本
の
各
図
甲
表
に

記
載
さ
れ
た
八
図
八
十
甲
の
総
戸
の
戸
名
は
全
く
同
一
で
あ
る
（
一
甲
に
一
総
戸
で
あ
り
、
合
計
で
八
十
戸
）
。
こ
の
総
戸
の
戸
名
を
姓
別
で
分
類

⑬

⑬

 

す
る
と
、
梁
、
窪
、
陳
（
A
）
、
流
、
車
、
山
今
、
区
、
黄
、
李
（
A
）
、
布
、
何
、
筒
、
羅
、
倫
、
高
の
十
五
姓
で
あ
る
。
「
鼎
建
公
館
舗
舎
碑
文
」

仏
山
で
も
、

「
吾
が
郷
は
明
の
景
泰
自
り
、
窟
の
蒲
養
を
御
す
る
に
功
有
る
を
以
て
忠
義
郷
に
勅
封
せ
ら
る
。
時
に
里

つ

つ

し

あ

あ

や

ま

戸
は
八
図
八
十
甲
に
し
て
、
今
を
歴
る
こ
と
数
百
余
年
、
凡
そ
子
孫
に
属
す
る
も
の
は
、
購
み
て
里
役
に
充
た
り
、
急
公
に
も
快
つ
無
し
」
と

（
乾
隆
四
年
｜
一
七
三
九
）
に
よ
れ
ば
、

あ
り
、
黄
粛
養
の
反
乱
時
期
、
す
で
に
八
図
八
十
甲
の
図
甲
編
成
が
成
立
し
て
お
り
、
こ
の
時
の
「
里
戸
」

の
子
孫
が
清
代
乾
隆
年
間
に
も
な

お
径
役
に
充
当
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
八
図
八
十
甲
の
総
戸
と
し
て
名
を
連
ね
る
十
五
姓
の
家
系
の
者
は
、
こ
の
明
代
中
期
の

時
代
ま
で
に
移
住
を
完
了
し
、
戸
籍
を
聞
い
た
「
土
著
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

宗族の形成とその構造（井上〕

仏
山
で
は
、
こ
れ
ら
「
土
著
一
十
五
姓
の
な
か
か
ら
、
明
清
時
代
の
仏
山
で
最
も
早
い
時
期
に
官
僚
等
の
身
分
を
取
得
す
る
者
が
現
れ
た
。

前
章
で
検
討
し
た
李
氏
、
洗
氏
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
の
洗
桂
奇
（
南
京
刑
部
主
事
）
は
明
代
中
期
に
新
た
に
鶴
園
洗
氏
の
長
房

を
聞
い
て
「
洗
翼
」
の
戸
名
で
一
一
九
図
六
甲
に
登
録
し
た
洗
星
の
子
孫
で
あ
り
、
ま
た
寧
国
府
通
判
と
な
っ
た
洗
燃
は
、
同
じ
頃
二
房
を
開

⑮
 

い
て
「
洗
貴
同
」
の
戸
名
で
一
一
九
図
五
甲
に
登
録
し
た
洗
靖
（
豆
の
弟
）
の
孫
で
あ
る
。
そ
の
他
、
図
甲
編
成
上
、
ど
の
戸
名
に
相
当
す
る
の

(749) 

戸
部
尚
書
の
李
待
聞
を
送
り
出
し
た
李
氏
（
A
）、

一
五
世
紀
半
ば
頃
に
移
住
し
て
、

あ
る
い
は
す
で
に
宋
・
元
時

か
は
確
認
で
き
な
い
が
、

代
に
移
住
し
て
、
明
代
後
半
以
降
、
官
僚
等
を
多
数
輩
出
し
た
陳
（
A
）
、
梁
、
覆
（
石
頭
震
氏
と
は
別
系
統
）
な
ど
諸
姓
も
「
土
著
」
の
「
氏
族
」
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表E 仏山の「官族」

表Eを作成するに際して用いた主要史料は，『乾隆志』巻六，郷俗志，く氏族〉条，『道光志』

巻五，郷俗志，〈民族〉条，『民国志』巻九，氏族志，く氏系〉条である。表中，①は各志で「官

族」として扱われているかどうかについて，また②は，諸「官族Jの家系が最初に官僚等を送

り出した時期について，それぞれ調ベた。なお，政治身分取得の時期は， 『民国志』巻十三，

〈選挙志〉などに依拠して，科挙及第の年次から割り出した。③は各志のく氏族〉・く氏系〉条

に掲載された政治身分の種別を記し， （）内に人数を付記した。また，身分等について各志

で食い違いのある場合は，『民国志』の見解に依った。

〈乾隆時期の「官族」〉

①官族
②政治身分の

③政治身分 種 別

姓
志乾隆光志道民志国 獲得時期 明 代 清代・民国時代

明書(1）醐間航十同組1) 蜘〉

哩 ICコ0 明代万暦年間 挙人（1) 経歴（3) 司IJ導〔1〕 知県（3)

(A〕 署丞（1〕 主事（1〕

＊陳｜ ｜ ｜参議ω 知日+I
(A) 000 明代嘉靖年間 学正（1）挙人（1) 知県(1)

明 ioooi明代正徳年間｜説。） 推官 1)
知県（1) 教諭（1) 農林部次長(1)

工部右侍郎（1) 参政（1〕 司IJ導〔1) 知県（1〕 余事(1)

ホ洗 000 明代弘治年間 主事（1〕 通判〔1〕 知府（1) 警佐（1)

知県（1) 学正（1) 典儀（2)

訓導（1) 挙人（1〕

＊震 ioooi明代万暦年間 l太問(1〕 同知〔1〕
知県（2) 教諭（2〕 進士（1)

鹿 loool明代万暦年間｜工部主事ω ｜知州(1) 挙人ω 進土ω

｜学正ω 蹴 O〕 知県〔3)

員外郎（1〕

諒 Jooolm 正徳年間｜教諭（1) l教授ω 学正ω
本何！ ecol明代正徳年間｜同知（1) 知県ω 教授ω｜進士ω 知県ω 挙人ω
梨 10001 明代弘治年間｜推官ω 教諭ω ｜知県ω
楊 loool明代崇禎年間｜太僕寺少卿ω ｜挙人ω
関！ ecol明代崇禎年間｜知県ω ｜知県（1)

明 10001 明代嘉靖年間｜知県（1〕

本高 loool明代嘉靖年間｜同州1) 学正α）

（警） 1 ooo 1 明代正徳年間｜知県（1) 教諭ω 同知(1)I なし
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宗族の形成とその構造（井上〉

①官族 ③政治身分 種 5]1J 
②政治身分の

姓
志隆乾道光志志民国 獲得時期 明 代 清代・民国時代

ネ布 1000l明代嘉靖年間｜知県ω ｜都司ω
越 loool 明代 ｜宣撫使（武職）（1) 1挙人ω
招 !oool 明代 ｜教諭(1)

影 loool 明代 ｜経歴〔1〕

Ji日I ooo I明代万暦年間｜知県ω
＊筒｜ ω ｜清代康照年間｜なし 1武挙の解元（1)

左 JoooJ清代康問｜なし
｜左副都御史ω挙人（1)

大理寺評事(1)

＊区 ioooJ清代康照明｜なし
｜御史α〉 輸 ω凱（2)

道員（2) 同知（2)

張 i一清代薙正年間｜なし
｜御史(1) 脚。〕 輪。）

礼部侍郎（1)

認 looo[ 清代（乾隆以前）｜なし ｜給事中ω
朱 loool清代康照明｜なし ｜戸部主事。）

鴻 10001清代（乾隆以前〕｜なし ｜同知（1〕 知州(1)

許 loool清代（乾隆以前）｜なし ｜提督〔1〕 郎中ω
方 loool清代（乾隆以前）｜なし l知州（1) 知県ω

｜知県（1〕 知県（1〕 教諭（1) 主事（2)

郎中(1) 因子監学正（1)

塩大使(1) 県丞（1〕 塩運司

呉 000 明代崇禎年間 経歴（1) 福建布政使（1)

湖南巡撫・両湖総督(1)

訓導（1〕 進士（1) 挙人（2)

l知府(1) 主事〔2) 知県(1)

内閣中書(1〕 同知（2)

曹 loool清代〔乾隆以前〉｜なし ｜知県〔2

呂 10001浩代康照年間｜なし ｜知県ω挙人ω
林 loooi清代康照明｜なし ｜教諭（1〕

食 10001 清代（乾隆以前）｜なし ｜知県(1)

荘 loool清代康照明｜なし ｜知県ω
｜胡 10001清代棚年悶｜なし ｜知県ω

談 10001清代乾隆年間｜なし ｜挙人(1)
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③政治身分 種 jlj 

一一一一 ②政治身分の

姓 1隆志乾道光志民志国 獲得時期 明 代 清代・民国時代

封 10001清代（乾隆以前〕｜なし ｜挙人ω
周！oooj清代〔挫以前） Iなし ｜知県（1)

労！ oooJ…問！なし
｜教諭ω 知県ω
国子監学正(1)

本羅 10001 清代〔乾隆以前）｜なし ｜挙人ω 教諭(1〕

百日 10001 清代（乾隆以前〕｜なし ｜知県（1)

厳 10001清代〔乾隆以前）｜なし ｜知県ω
劉 10001清代（輪以前）｜なし ｜知県ω
衛 10001清代〔乾隆以前） Iなし ｜教授ω
郷 1000l清代（郡釜以前〕｜なし l教授α〕

麦 10001清代（乾隆以前〉｜なし ｜教諭α）

く乾隆以降に新たに「官族」に参入した「氏族」〉

c！〕｜州清代時間！なし (1〕湖南糧儲道(1）知府（1)

陳 jxooJ献略的｜なし
｜安徽布政使経歴ω 教諭(1)

(B〕 道光の問 知県（1)

なし JflJ部山西司主事（1〕 挙人（2〕

潜 xoo 清代嘉慶年間 翰林院侍読学土（1〕 翰林院
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＊印は，「土著Jの「官族」

で
あ
る
（
表
E
参
照
）
。
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『
乾
隆
志
』
巻
六
、
郷
俗
志
、
〈
氏
族
〉
、

『
道
光
志
』
巻
五
、
郷
俗
志
、
〈
氏
族
〉
、

『
民
国
志
』
巻
九
、
氏
族
士
山
、
〈
氏
系
〉
は

と
も
に
、
仏
山
の
諸
「
氏
族
」
を
列
挙
す

る
場
合
に
、
こ
の
よ
う
に
官
僚
な
い
し
挙

人
以
上
の
科
挙
及
第
者
（
「
顕
有
る
者
」
）
を

送
り
出
し
た
実
績
を
も
っ
「
氏
族
」
を
前

に
置
き
、
そ
の
条
件
を
欠
く
「
氏
族
」
を

後
に
連
ね
て
い
る
。

「
官
聞
を

」
れ
は
、

以
て
重
し
と
為
す
」
配
列
の
仕
方
で
あ
り
、

「
官
閥
」
と
し
て
の
「
氏
族
」
は
「
官
族
」
、

さま
れた
る⑮「
。官

仏間
山無
のき
「者
官」

族は

は雑
、姓

乾」

隆と
年称

聞
に
お
い
て
合
計
四
十
七
「
氏
族
」
、
道

光
年
間
で
は
、
こ
の
四
十
七
「
氏
族
」
に

新
た
に
三
「
氏
族
」
を
加
え
、
合
計
五
十

「
氏
族
」
で
あ
る
（
表
E
）
。

「
土
著
」
の
十
五
「
氏
族
」
に
つ
い
て



言
え
ば
、
直
氏
、
倫
氏
を
除
く
十
三
姓
が
、

清
代
ま
で
の
聞
に
官
僚
等
を
送
り
出
し
て
、
「
官
族
」
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て

明
代
中
期
以
降
、

い
る
。
と
り
わ
け
、
李
（
A
）
、
陳
（
A
）
、
梁
、
洗
、
震
、
黄
、
何
等
の
諸
姓
は
、
明
代
、
清
代
と
も
に
官
僚
、
科
挙
及
第
者
を
送
り
出
し
、

「
官
族
」
と
し
て
の
名
実
を
継
続
的
に
維
持
し
、
ま
た
宗
族
結
集
の
象
徴
と
し
て
の
嗣
堂
数
も
、
仏
山
の
「
氏
族
」

の
な
か
で
多
き
を
占
め
る

（表
I
）。

な
お
、
表
E
を
作
成
す
る
に
際
し
て
参
考
に
し
た
各
『
仏
山
忠
義
郷
志
』
の
「
氏
族
」
・
「
氏
系
」
の
条
は
、
挙
人
以
上
の
科
挙
及
第

者
、
官
僚
の
み
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
そ
の
他
多
数
の
科
挙
及
第
者
等
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
洗
氏
五
族
の
う
ち
鶴
園
洗
氏
の
場
合
、
「
氏
族
」
・
「
氏
系
」
の
条
に
現
れ
る
明
清
両
代
の
挙
人
、

官
僚
等
は
七
人
で
あ
る
が
、

車
問
朝

倒
壊
直
前
の
宣
統
二
年
（
一
九
一

O
）
に
編
纂
さ
れ
た
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
誕
巴
巻
三
之
二
十
、
分
房
譜
に
よ
れ
ば
、
明
清
両
代
の
「
仕
置
」
は
、

武
官
、
吏
員
な
ど
を
含
め
て
、
合
計
二
十
三
人
、
ま
た
生
員
・
太
学
生
等
は
、
三
十
五
人
に
上
る
の
で
あ
る
。
『
乾
隆
志
』
中
の
、
「
故
家
巨
族

お
ど

は
詩
書
一
に
敦
く
、
礼
譲
を
崇
び
、
調
祭
に
は
其
の
財
力
を
掲
く
す
」
（
巻
六
、
郷
俗
志
、
〈
習
尚
〉
）
、
或
は
「
等
地
は
多
く
族
望
を
以
て
自
ら
豪
り
、

す
ベ

新
た
に
徒
る
者
、
毎
に
其
の
処
に
安
ん
ぜ
ず
。
郷
は
独
り
此
の
龍
習
無
く
、
名
家
巨
族
は
、
崎
時
之
戸
、
膿
遷
の
客
と
都
て
和
好
し
て
猫
無
く
、

故
に
氏
族
至
っ
て
繁
く
、
門
地
自
ず
と
別
た
る
」
（
巻
六
、
郷
俗
志
、
〈
氏
族
〉
）
な
ど
の
記
事
に
見
ら
れ
る
「
故
家
巨
族
」
、
「
名
家
巨
族
」
に
最
も

ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
こ
れ
ら
明
代
中
期
か
ら
族
人
を
結
集
し
、
官
僚
等
を
送
り
出
し
て
き
た
「
土
著
」
の
「
官
族
」
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
『
乾
隆
志
』
、
『
道
光
志
』
の
各
〈
氏
族
〉
条
は
、
「
官
族
」
と
し
て
、
以
上
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
の
「
土
著
」
の
宗
族
の
他
、
三
十
数

宗族の形成とその構造（井上〉

姓
の
「
氏
族
」
を
列
挙
し
て
い
る
（
表
E
）
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
明
代
中
期
か
ら
清
代
、
民
国
年
聞
に
至
る
ま
で
、

一
貫
し
て
仏
山
の
図
甲
表
で

戸
名
が
記
載
さ
れ
な
い

「
氏
族
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
来
歴
は
必
ず
し
も
判
明
し
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
仏
山
の
状
況
は
考
慮
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
明
代
後
半
以
降
、
手
工
業
、
商
業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
他
地
域
か
ら
流
入
す
る
移
住
者
が
急
速
に
増
大

⑫
 

し
た
こ
と
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
「
僑
籍
」
、
「
僑
居
」
、
「
僑
寓
」
、
「
客
」
、
「
駿
遷
の
客
」
な
ど
と
称
さ
れ
た
。
前
掲
洗
宝
禎
「
重
修
仏
山
霊
祖
洞

(753) 

碑
記
」
に
言
う
「
附
図
占
籍
者
」

つ
ま
り
八
図
八
十
甲
に
附
籍
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
末
の
人
で
、
明
朝
滅
亡
後
樹
立
さ
れ
た
南

明
政
権
に
も
参
加
し
た
こ
と
の
あ
る
陳
子
升
（
南
海
県
の
人
）
は
、
当
時
の
南
海
県
で
九
江
隼
と
と
も
に
「
繁
盛
」
を
称
さ
れ
た
仏
山
に
つ
い
て
、

111 



ち

か

ご

ろ

む

ら

あ

っ

「
向
来
、
二
三
の
巨
族
、
愚
民
の
為
に
そ
の
貨
利
を
率
い
、
惟
だ
鉄
を
鋳
す
る
の
み
。
週
来
、
流
寓
叢
が
り
雑
ま
り
、
商
買
充
塞
す
。
土
著
は

利
を
射
い
、
室
を
併
せ
て
居
し
、
以
て
賃
値
を
取
る
も
、
客
は
主
に
勝
る
」
と
い
い
、
「
土
著
」
に
対
す
る
「
流
寓
」
の
増
大
、

⑬
 

（
「
土
著
」
）
に
対
す
る
「
客
」
の
優
勢
を
伝
え
る
。
ま
た
、
『
乾
隆
志
』
巻
六
、
郷
俗
志
、

更
に
「
主
」

(754〕

〈
習
尚
〉
は
、

在
来
の
「
故
家
巨
族
」
の
ほ
か
、
「
異

112 

地
よ
り
新
た
に
遷
」

っ
て
き
た
者
に
言
及
し
、
「
或
い
は
宜
成
り
て
名
立
て
、

伝
え
、
あ
る
い
は
、

あ
っ翠

ま
る
。
貨
を
挟
み
て
以
て
買
す
る
者
什
の
一
、
徒
手
に
し
て
食
を
求
む
る
者
、
什
の
九
な
り
」
と
い
う
。
仏
山
に
は
、
官
僚
、
商
人
、
更
に

向
上
郷
俗
志
の
八
歳
時
〉
に
は
、
「
夫
れ
郷
は
固
よ
り
市
鎮
な
り
。

始
め
て
来
り
て
卜
居
し
、
或
い
は
賀
を
擁
し
て
安
を
求
む
」
と

こ

こ

み

つ

四
方
の
商
買
斯
に
翠
ま
り
、
四
方
の
貧
民
も
亦
斯
に

生
計
の
手
段
を
求
め
て
移
住
す
る
者
も
多
数
に
上
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
清
代
の
「
官
族
」

の
う
ち
、
「
土
著
」
を
除
く
三
十
数
姓
の
「
氏
族
」

の
多
く
は
、
お
そ
ら
く
明
代
後
半
か
ら
清
代
に
か
け
て
仏
山
に
移
住
し
て
き
た
「
僑
寓
」
、
「
客
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
責
建
新
・
羅
一
星
両
氏
は
、
官
僚
等
を
輩
出
し
た
「
土
著
」
の
「
名
家
大
族
」
を
「
旧
氏
族
」
（
日
宗
族
勢
力
」
）
、
他
方
の
「
客
」
、

「
僑
寓
」
を
「
新
商
民
」
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
ん
で
、
後
者
の
新
興
階
層
が
「
旧
氏
族
」
の
「
宗
族
勢
力
」
を
打
破
し
た
と
い
う
図
式
を
提
出
し
て

⑫
 

い
る
。
確
か
に
「
僑
寓
」
の
者
が
仏
山
の
社
会
経
済
等
の
局
面
で
台
頭
し
て
く
る
情
勢
は
両
氏
の
挙
げ
た
史
料
で
も
確
認
し
う
る
が
、
そ
の
こ

と
が
即
座
に
「
土
著
」

の
「
名
家
大
族
」
の
没
落
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
宗
族
が
清
代
、
民
国
年
聞
に
も
継
続
し
て
官

僚
等
を
送
り
出
し
て
い
る
点
に
注
意
し
て
み
る
だ
け
で
も
理
解
さ
れ
る
し
、
し
か
も
最
も
大
き
な
問
題
は
、
こ
れ
ら
「
僑
寓
」
の
者
が
「
宗
族

勢
力
」
と
全
く
異
質
な
存
在
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
「
僑
寓
」

の
「
氏
族
」
に
お
い
て
も
ま
た
、

洞
堂
を

建
設
し
て
族
人
聞
の
結
束
を
固
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
清
代
に
「
官
族
」
と
し
て
記
録
さ
れ
た
「
氏
族
」
の
な
か
か

ら
幾
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

チ
ユ
ウ

①
労
氏
。
清
代
に
お
い
て
、
と
も
に
教
諭
職
に
任
官
し
た
淋
と
仁
の
親
子
、
ま
た
貴
州
鎮
遠
県
知
県
の
孝
輿
と
そ
の
子
で
因
子
監
学
正
の

ト

ウ

⑫

あ

わ

撞
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
労
撞
は
、
乾
隆
末
に
お
け
る
仏
山
の
義
倉
建
設
の
功
労
者
で
あ
り
、
「
其
れ
宗
親
を
敬
い
倒
れ
み
郷
党
を
偶

②

ひ

ろ

率

し

、

備

賑

の

義

挙

に

皆

成

績

有

り

」

と

き

守

つ

。

鎮

内

、

地

大

く

労
醤
の
伝
記
に
は
、
「
初
め
郷
賢
の
労
誼
、
魁
岡
壁
由
り
仏
山
に
徒
る
に
、



お
お

人
調
く
し
て
素
よ
り
蓄
積
無
き
を
慮
り
、
紳
富
の
中
に
於
い
て
多
方
に
款
を
鐘
寄
り
、
義
倉
を
創
建
す
」
と
あ
り
、
義
倉
設
立
の
前
に
岡
県
の
魁

＠
 

岡
豊
か
ら
移
っ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
父
の
孝
輿
と
と
も
に
移
住
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
労
氏
は
『
乾
隆
志
』
編
纂
の
頃
に

は
ま
だ
澗
堂
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
道
光
年
間
ま
で
の
聞
に
一
所
建
設
し
て
い
る
（
表
I
）。

②

李

氏

（
B
）
。
李
氏
（
B
）
の
仏
山
で
の
始
遷
祖
は
士
震
な
る
者
で
、
も
と
南
海
県
黄
鼎
隼
華
平
郷
に
住
む
監
生
で
あ
っ
た
が
、
「
仏
山

か
り
ず
ま
い

に
俄
居
し
、
挙
業
の
学
を
棄
て
て
買
と
為
り
、
歳
暮
に
は
里
に
帰
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
科
挙
の
道
を
棄
て
て
仏
山
に
寄
寓
し
、
商
業
に
従
事

し
た
。
そ
の
後
商
業
活
動
を
通
じ
て
家
産
を
増
や
し
た
土
震
は
、
華
平
郷
の
「
族
党
」
を
救
幽
し
、
飢
瞳
、
婚
葬
の
時
な
ど
に
は
、
こ
れ
ら
を

援
助
し
、
あ
る
い
は
「
同
祖
以
下
の
兄
弟
子
女
」
を
い
つ
く
し
み
、
「
婚
嫁
」
は
時
を
以
て
し
、
「
田
を
分
か
ち
産
を
析
し
、
視
る
こ
と
己
の
出

の
如
し
」
と
い
う
。

ま
た
、
「
始
祖
及
び
房
祖
の
洞
を
建
て
て
、
費
は
千
に
盈
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

巨
額
の
資
金
を
投
じ
て
始
祖
・
房
祖
の

洞
堂
を
併
せ
て
建
設
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
土
震
は
仏
山
に
移
住
し
た
後
、
原
住
地
の
華
平
郷
の
族
人
に
経
済
援
助
を
与
え
、
ま
た
澗
堂
を
作

る
な
ど
し
て
、
宗
族
聞
の
結
束
に
力
を
注
い
だ
。

土
震
は
、
「
子
を
教
え
る
に
方
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
子
供
の
教
育
に
力
を
入
れ
、

諸
子
の

宗族の形成とその構造（井上〉

う
ち
可
端
は
嘉
慶
元
年
（
一
七
九
六
）
の
進
土
及
第
後
に
翰
林
院
検
討
、
可
蕃
は
進
士
か
ら
、
翰
林
院
編
修
、
山
西
道
御
史
、
兵
科
給
仕
中
、
湖

＠
 

南
糧
道
な
ど
を
歴
任
、
ま
た
可
櫓
埋
も
山
東
塩
運
使
に
就
任
し
て
い
る
。

ジ
ヨ
キ

＠
呉
氏
。
す
で
に
明
末
の
崇
禎
年
聞
に
知
県
の
如
祈
が
出
て
お
り
、
清
代
に
な
る
と
、
更
に
布
政
使
、
巡
撫
の
大
官
を
始
め
と
し
て
多
数

の
官
僚
等
が
現
れ
た
（
表
E
）
。
ま
た
、
呉
氏
の
澗
堂
は
乾
隆
時
に
一
所
で
あ
っ
た
が
、
道
光
年
間
ま
で
に
四
所
に
増
加
し
て
い
る
（
表
I
）。

呉
氏
一
族
の
う
ち
済
運
な
る
者
は
生
員
で
後
に
教
諭
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
彼
の
家
は
、
「
同
居
の
子
姓
蕃
桁
」
と
い
う
よ
う
に
多
数

当
時
、

の
族
人
が
同
居
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。

ま
た
、
「
嘗
て
極
力
調
字
を
営
建
し
、
以
て
先
記
を
奉
ず
る
」
と
い
い
、

＠

＠

 

た
。
子
の
呉
栄
光
は
、
進
士
及
第
後
、
翰
林
院
に
入
り
、
更
に
貴
州
巡
撫
な
ど
を
歴
任
し
た
。
「
方
伯
家
廟
記
」
（
呉
栄
光
撰
、
道
光
十
年
）
に
よ

嗣
堂
の
設
立
事
業
も
行
つ

れ
ば
、
呉
栄
光
は
道
光
九
年
（
一
入
二
九
）
、
新
た
に
父
の
済
運
と
祖
父
の
玉
堂
公
を
祭
る
「
七
房
方
伯
家
廟
」
を
設
立
し
た
が
、
こ
れ
は
す
で

生
前
、
済
運
は
、

栄
光
ら
が
顕
官
と
な
っ
た
こ
と
を
喜
び
つ
つ
、
「
吾
、
其
の
宗
廟
を
守
る

に
梼
運
の
時
に
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

113 (755〕



を
卿
大
夫
の
孝
と
為
す
を
聞
く
」
と
し
て
、

た
や

に
し
て
未
だ
易
す
く
は
地
を
得
」
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
居
宅
の
西
側
の
家
塾
の
外
に
あ
る
海
和
堂
寝
室
を
胴
堂
に
転
用
す
べ
き
こ
と
、

玉
堂
公
を
房
祖
と
す
る
洞
堂
の
建
設
計
画
を
栄
光
ら
兄
弟
に
明
ら
か
に
し
、

「
仏
山
は
居
人
調
密

(756) 

ま
た
将
来
「
析
襲
」
（
家
産
分
割
）
し
た
時
に
は
、
呉
氏
の
家
産
は
、

一
部
を
「
祭
産
」
と
し
て
留
め
、
残
り
は
栄
光
の
兄
弟
が
結
婚
し
て
独
立

114 

す
る
時
に
分
か
ち
与
え
、
も
し
結
婚
し
て
い
な
け
れ
ば
、
「
公
家
」
（
宗
族
）
に
帰
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
伝
え
た
。

家
産
分
割
の
維
持
、

小
宗
の

開
始
な
ど
の
時
の
様
子
が
比
較
的
よ
く
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

④
最
後
に
、
撲
斎
公
を
始
遷
祖
と
す
る
梁
氏
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
梁
氏
は
「
土
著
」
の
梁
氏
と
は
始
遷
祖
を
異
に
し
、
ま
た
、

『
民
国
志
』
の
前
掲
〈
氏
系
〉
で
始
め
て
「
官
族
」
と
し
て
記
録
さ
れ
た
が
、
始
遷
祖
の
移
住
は
す
で
に
嘉
慶
初
め
に
行
わ
れ
て
い
た
。
「
梁

氏
家
廟
融
」
（
光
緒
一
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
梁
氏
の
祖
先
は
、
元
来
の
乱
を
避
け
て
、
珠
山
磯
巷
か
ら
順
徳
の
福
岸
へ
移
住
し
、
更
に
四
代
後
に
は

南
海
県
の
麦
村
へ
移
っ
た
が
、
当
時
は
「
丁
ロ
多
く
無
く
」
、
「
列
祖
は
農
桑
に
注
意
し
て
禄
仕
に
遣
あ
ら
ず
。
故
に
明
代
に
は
顕
な
る
者
無

し
」
と
い
う
。
清
代
に
な
っ
て
始
め
て
「
子
姓
日
に
繁
く
、
儒
を
業
と
す
る
者
も
衆
」
く
な
り
、
進
士
に
及
第
し
て
羅
源
県
知
県
と
な
る
者

（
骸
葬
公
）
も
現
れ
た
。
そ
し
て
、
嘉
慶
初
め
、
梁
氏
十
三
世
の
国
雄
（
撲
斎
公
）
は
、
「
仏
山
に
商
い
し
」
、
松
桂
里
に
家
を
定
め
た
。
こ
れ
が
仏

山
の
梁
氏
の
始
遷
祖
で
あ
る
。
以
後
、
そ
の
子
が
進
士
及
第
後
中
書
官
に
な
っ
た
の
を
始
め
と
し
て
、
進
士
、
侍
読
学
士
、
鴻
瞳
寺
少
卿
、
知

府
、
知
県
な
ど
が
輩
出
し
、
「
仏
山
の
右
族
」
と
称
せ
ら
れ
る
。

移
住
当
初
、
撲
斎
公
の
時
代
に
は
、

そ
の
後
、
仏
山
の
梁
氏
は
「
人
丁
数
百
」
に
の
ぼ
り
、
「
四
時
の
祭
杷
に
、
尽
く
は
故
郷
に
返
る
能
わ
ぎ
る
」
こ
と
と
な
り
、

そ
こ
で
、
梁
氏
で
は
、
清
末
の
光
緒
五
年
（
一
入
七
九
）
、
松
桂
里
に
撲
斎
公
を
始
祖
と
す
る
「
梁
氏
家
廟
」
を
建
設
し
た
と
い
う
。
そ
の
族
譜

し
ゅ
う
と
め

L
ゅ
う
と
あ
い
よ
め

祖
孫
父
子
、
昆
弟
叔
佳
、
姑
揮
抽
埋
ら
一
門
以
内
に
二
百
余
人
あ
り
、
澗
宇

原
住
地
の
麦
村
に
「
専
問
」
が
設
け
ら

れ
て
い
た
が
、

に
、
「
〔
移
住
後
〕
五
十
年
の
聞
に
生
歯
日
ご
と
に
衆
く
、

＠
 

・
室
一
塵
・
池
亭
・
圃
園
は
五
十
余
所
」
と
伝
え
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
梁
氏
が
移
住
し
た
嘉
慶
初
め
（
一
八
世
紀
末
）
か
ら
家
廟
を
独
自
に
設
立
し
た
時
期
ま
で
の
約
一

O
O年
ほ
ど
の
間

は
、
仏
山
に
家
廟
を
も
た
ず
、
始
遷
祖
の
郷
里
の
麦
村
に
も
ど
っ
て
祖
先
祭
杷
を
挙
行
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
「
僑
寓
」
の
「
氏
族
」
の
場
合
、



「
土
著
」
の
「
名
家
大
族
」
に
比
べ
て
仏
山
に
所
有
す
る
澗
堂
数
が
少
な
い
が
（
表
I
）
、
そ
の
一
つ
の
理
由
に
は
、
単
に
移
住
後
の
歴
史
が
浅

い
の
み
な
ら
ず
、
梁
氏
の
よ
う
に
、
当
初
は
移
住
以
前
の
原
住
地
で
胴
堂
を
所
有
し
て
、
元
の
宗
族
と
の
関
係
を
保
ち
、
数
世
代
を
経
て
族
人

が
増
加
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
仏
山
で
新
た
に
澗
堂
を
設
立
す
る
と
い
う
在
り
方
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
る
。
前
掲
の
李

氏
（
B
）
も
ま
た
、
原
住
地
に
洞
堂
を
所
有
し
て
い
た
。

以
上
の
四
例
の
う
ち
、
呉
氏
の
正
確
な
移
住
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
明
末
ま
で
に
仏
山
へ
の
移
住
を
終
え
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
労
、
李
、
梁
の
三
氏
は
清
代
に
移
住
し
て
き
た
「
僑
寓
」
の
人
戸
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
例
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
の

は
、
「
僑
寓
」
の
「
氏
族
」
に
お
い
て
も
、

商
業
等
で
家
産
を
蓄
え
た
有
産
階
層
の
家
が
、

官
僚
を
送
り
出
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
洞
堂
を

こ
の
パ
タ
ー
ン
自
体
は
、
「
土
著
」
の
宗
族
の
場
合
と
同
質
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
明
代
中
期
以
降
の
仏
山
に
お
い
て
は
、
新
た
な
移
住
者
H

「
僑
寓
」
の
人
戸
も
加
え
つ
つ
、
官
僚
、
有
産
階
層
を
中
心

に
宗
族
結
合
が
形
成
・
維
持
さ
れ
る
と
い
う
在
り
方
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

設
立
し
、

独
自
の
宗
族
を
形
成
す
る
と
い
う
在
り
方
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
、
「
官
族
」
が

無
制
限
に
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
な
流
動
的
な
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
乾
隆
志
』
に
よ
れ

ば
、
仏
山
の
「
官
族
」
は
「
土
著
」
、
「
僑
寓
」
を
含
め
て
合
計
で
四
十
七
「
氏
族
」
で
あ
り
、

族
」
に
新
た
に
一
一
一
「
氏
族
」
が
加
わ
る
の
み
で
あ
る
（
表
E
）0

『
道
光
志
』
に
な
っ
て
も
、

こ
の
四
十
七
「
氏

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
仏
山
の
「
官
族
」
に
は
ほ
ぼ
変
化
が
見
ら
れ
な

宗族の形成とその構造（井上〕

い
と
い
っ
て
も
良
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
「
官
族
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
雑
姓
」
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
る
と
、
よ
く
理
解
さ

れ
る
。仏

山
に
お
け
る
「
雑
姓
」
は
、
『
乾
隆
志
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
六
十
二
姓
、
『
道
光
志
』
の
段
階
で
は
、
四
十
二
姓
で
あ
り
、
と
も
に
挙
人
以

＠
 

上
の
科
挙
及
第
者
、
官
僚
を
送
り
出
し
て
い
な
い
。

「
雑
姓
」
に
関
す
る
両
刊
本
の
記
述
は
姓
を
記
す
の
み
の
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、

祖
先
を

(757) 

共
通
に
す
る
か
ど
う
か
つ
ま
り
同
族
か
ど
う
か
は
判
明
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
仏
山
で
は
、
乾
隆
か
ら
道
光
の
時
代
に
か
け
て
、
四
十
二

か
ら
六
十
二
の
姓
の
者
は
、

恒
常
的
に
「
官
族
」
に
上
昇
し
え
ず
、
「
雑
姓
」
の
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

v

p

h

d

v

 

ノ
、
通

F
L

T
L
’刀

I



も
、
『
仏
山
忠
義
郷
志
』
の
選
挙
志
を
調
べ
て
み
る
と
、
記
録
さ
れ
た
科
挙
及
第
者
の
姓
は
、
明
清
時
代
（
道
光
年
間
ま
で
）
に
お
い
て
、
「
官
族
」

＠
 

そ
の
多
く
は
、
「
官
族
」
の
姓
に
合
致
す
る
。
言
い
換
え
れ

の
条
件
と
さ
れ
た
挙
人
以
上
の
者
の
み
で
な
く
、

生
員
ク
ラ
ス
に
い
た
る
ま
で
、

ば
、
「
雑
姓
」
は
生
員
等
下
級
の
科
挙
及
第
者
す
ら
満
足
に
送
り
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

前
述
の
よ
う
に
、

明
代
後
半
以
降
、
仏
山
に

は
多
数
の
移
住
民
が
流
入
し
、
こ
の
な
か
に
は
官
僚
、
資
本
を
携
え
た
商
人
な
ど
も
含
ま
れ
、
ま
た
移
住
民
の
な
か
か
ら
「
官
族
」
の
列
に
参

入
す
る
部
分
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
が
、
「
四
方
の
商
買
斯
に
翠
ま
り
、

四
方
の
貧
民
も
斯
に
翠
ま
る
。

質
を
挟
み
て
以
て
買
す
る
者
は
什

の
一
、

徒
手
に
し
て
食
を
求
む
る
者
は
什
の
九
な
り
」

（
前
掲
『
乾
隆
志
』
巻
六
、
郷
俗
士
山
、
〈
歳
時
〉
）
と
い
う
よ
う
に
、

か
れ
ら
の
大
多
数
は
、

生
計
の
手
段
を
求
め
て
移
住
し
て
き
た
貧
民
で
あ
っ
た
。
仏
山
は
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
で
最
も
製
鉄
等
の
手
工
業
、
商
業
が
繁
栄
し
た
鎮

で
あ
り
、
明
代
中
葉
、
「
仏
山
の
商
務
は
鍋
業
を
以
て
最
と
為
す
」
と
言
わ
れ
た
鉄
鍋
の
製
造
（
前
出
の
洗
瀬
通
の
事
例
）
の
他
、
明
末
の
崇
禎
年

聞
に
は
す
で
に
製
鉄
部
門
で
の
鉄
線
、
鉄
鎖
、
鉄
釘
の
三
つ
の
行
組
織
が
成
立
し
て
、
軍
器
・
造
船
な
ど
国
家
の
需
要
に
応
え
、
あ
る
い
は
、

＠
 

「
農
具
」
、
「
雑
貨
」
な
ど
を
製
造
し
て
い
た
。
ま
た
乾
隆
年
間
の
碑
文
に
よ
れ
ば
、
「
槌
米
舗
」
、
「
紙
行
」
、
「
銀
器
行
」
、
「
油
行
」
な
ど
も
存

在
し
ゅ
こ
れ
ら
手
工
業
・
商
業
部
門
に
お
け
る
行
組
織
の
成
立
、
発
展
は
す
で
に
中
国
の
研
究
者
が
豊
富
な
事
例
を
も
っ
て
検
証
し
て
い
る

＠
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
屈
大
均
（
明
末
清
初
の
人
）
『
広
東
新
語
』

に
よ
れ
ば
、
「
生
鉄
」
（
銑
鉄
）
を
「
熟
鉄
」
（
錬
鉄
）
に
製
錬
す
る
「
妙
鉄
」
の
工
程
を
扱
う
「
嬉
」
は
仏
山
に
「
数
十
」
、
「
人
は
数
千
有
り
」
、

＠
 

ご
嘩
に
数
十
砧
、
一
砧
に
十
余
人
有
り
」
と
い
う
（
砧
は
炉
の
単
位
）
。
あ
る
い
は
、
「
奉
憲
厳
禁
示
碑
」
（
乾
隆
五
五
年
）
は
、
「
槌
白
米
舗
」
（
精

こ
れ
ら
の
産
業
に
お
い
て
は
当
然
多
数
の
労
働
者
が
必
要
と
さ
れ
た
。

米
所
）
で
、
「
毎
舗
」
、
「
七
八
人
、
十
余
人
」
の
コ
一
工
」
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
仏
山
の
風
俗
を
記
し
た
『
乾
隆
志
』
巻
六
の
〈
郷

俗
志
〉
に
も
「
傭
作
繁
滋
」
と
し
て
、
「
傭
作
」
の
多
き
を
伝
え
る
。
「
官
族
」
に
上
昇
し
え
ず
、
「
雑
姓
」
と
し
て
滞
留
し
た
人
々
は
、
お
そ
ら
く

資
本
を
も
た
な
い
ま
ま
に
仏
山
に
流
入
し
て
、
仏
山
の
手
工
業
、
商
業
経
営
の
も
と
で
直
接
生
産
労
働
に
従
事
し
た
貧
民
層
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
も
、
か
れ
ら
は
、
「
土
著
」
、
「
僑
寓
」
の
「
官
族
」
と
異
な
り
、

堂
を
有
し
た
三
十
四
姓
の
う
ち
、
非
「
官
族
」
で
澗
堂
を
所
有
し
た
の
は
わ
ず
か
に
三
氏
、
道
光
年
間
で
は
や
や
増
え
て
八
姓
に
し
か
過
ぎ
な

そ
の
多
く
は
澗
堂
を
所
有
し
な
い
。

乾
隆
年
問
、
仏
山
に
洞
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い
（
表
I
、
E）。

当
時
の
士
大
夫
が
い
う
よ
う
に
、
宗
族
樹
立
の
不
可
欠
な
要
素
が
、
共
通
の
祖
先
を
祭
記
す
る
場
と
し
て
の
胴
堂
に
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
「
雑
姓
」
の
多
く
は
、
宗
族
結
合
も
充
分
に
行
え
な
い
階
層
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
科
挙
及
第
者
、
官
僚
を
送
り
出
し
、
ま
た
洞
堂
を
中
心
と
す
る
宗
族
組
織
を
形
成
す
る
「
氏
族
」
H
「
官
族
」
が
、
乾
隆
か
ら

道
光
の
時
期
に
お
い
て
、
「
土
著
」
、
「
僑
寓
」
を
含
め
て
、
五
十
前
後
に
固
定
さ
れ
、

他
の
「
雑
姓
」
が
科
挙
官
僚
制
度
へ
の
途
、

ま
た
宗
族

結
集
へ
の
途
を
ほ
と
ん
ど
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
最
も
大
き
な
理
由
は
、
経
済
的
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
科

挙
に
及
第
す
る
に
は
、
相
当
の
経
済
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
勉
学
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
洞
堂
、
族
回
等
の
共
有
財
の
設
置
を
と
も
な
う
宗
族
樹

立
に
も
多
額
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
済
的
要
件
を
満
た
し
う
る
の
は
、
郷
紳
な
い
し
手
工
業

・
商
業
経
営
、
土
地
経
営
な
ど
を
通
じ
て
家
産
を
築
い
た
有
産
階
層
で
あ
り
、

お
い
て
は
、
そ
の
子
弟
を
教
育
す
る
に
足
る
経
済
的
・
時
間
的
余
力
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
な
お
さ
ら
宗
族
樹
立
の
力
量
は
も
た
な
か
っ

「
雑
姓
」
の
多
く
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
「
雇
一
工
」
等
の
貧
民
に

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

他
方
、
郷
紳
・
有
産
階
層
は
、
宗
族
組
織
の
も
と
に
族
人
を
結
集
し
、
宗
族
の
共
有
財
を
設
置
し
て
永
続
的
な
経
済
基
盤
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
族
内
で
の
教
育
の
機
能
（
家
塾
・
書
院
等
の
教
育
機
関
、
書
回
の
設
置
）
を
通
じ
て
、
連
続
的
に
科
挙
及
第
者
、
官
僚
を
輩
出
す
る
体
制
を

確
立
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
宗
族
体
制
の
も
と
で
は
、
教
育
の
み
な
ら
ず
、
族
中
の
下
層
民
の
救
済
、
商
業
・
手
工
業
、
土
地
所
有
な

宗族の形成とその構造（井上〕

ど
様
々
な
経
済
分
野
で
の
族
人
間
の
協
力
な
ど
の
機
能
が
内
包
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
族
を
構
成
す
る
族
人
の
生
産
・
生
活
の
維
持
は
有
利

な
条
件
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
特
定
の
宗
族
の
維
持
・
発
展
を
容
易
な
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
明
代

中
期
以
降
に
お
け
る
「
土
著
」
・
「
僑
寓
」
の
特
定
の
「
氏
族
」
が
、
清
代
、
更
に
民
国
年
聞
に
い
た
る
ま
で
「
官
族
」
と
し
て
の
地
位
を
保
全

し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
家
系
を
維
持
す
る
構
造
が
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
。

①
本
稿
で
紹
介
し
て
き
た
日
中
両
学
界
の
宗
族
研
究
、
ま
た
す
で
に
前
稿
で
取
り

上
げ
た
一
九
五
0
年
代
ま
で
の
研
究
な
ど
に
基
づ
い
て
整
理
し
た
。

②
は
じ
め
に
＠
参
照
。

③
前
掲
『
援
文
敏
公
全
集
』
巻
七
之
下
、
〈
番
〉
。

(759) 117 



＠
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
世
間
』
巻
二
之
三
、
宗
廟
譜
一
二
、
〈
重
修
向
江
書
院
兼
建
試

館
工
程
記
〉
、
及
び
〈
重
修
試
館
碑
記
〉
。

⑤
『
民
間
志
』
巻
一
四
、
人
物
六
、
〈
莫
以
初
〉
。

⑥
李
象
豊
撰
「
重
修
厚
俗
社
学
記
」
（
康
閉
山
五
年
。
『
民
国
志
』
巻
五
、
教
育
士
山
、

〈
社
学
〉
収
録
）
。

⑦
第
一
章
③
参
照
。

③
前
掲
『
李
氏
族
譜
』
巻
七
、
〈
繭
業
〉
。

⑨
『
太
原
窪
氏
崇
本
堂
族
世
間
』
巻
三
、
〈
霊
氏
嘗
例
小
引
〉
〈
『
仏
山
経
済
資
料
』
四

六
O
頁）。

⑮
『
乾
隆
志
』
巻
七
之
下
、
〈
郷
学
士
山
〉
、
『
道
光
士
山
』
巻
四
、
〈
郷
学
士
山
〉
、
『
民
国

士
山
』
巻
五
、
教
育
中
旬
〈
書
院
〉
・
〈
社
学
〉
。

＠
『
乾
隆
士
山
』
巻
三
、
郷
事
志
、
〈
図
甲
〉
、
『
道
光
志
』
巻
七
、
郷
防
志
、
〈
図

甲〉。

⑫
は
じ
め
に
註
③
で
紹
介
し
た
片
山
ニ
論
文
参
照
。

⑬
前
註
⑪
参
照
。

⑬
『
仏
山
経
済
資
料
』
四
六
頁
。

⑮
前
掲
『
嶺
南
洗
氏
宗
一
畳
間
』
巻
三
之
二
十
、
分
房
譜
・
練
圏
房
。

⑬
『
民
国
志
』
巻
九
、
氏
族
志
、
〈
氏
系
〉
。

⑫
「
客
」
、
「
膝
遷
の
客
」
の
用
語
例
は
本
文
中
で
示
し
た
。
「
僑
居
」
、
「
僑
籍
」

の
事
例
は
、
『
乾
隆
志
』
巻
六
、
郷
俗
志
、
〈
祭
時
〉
、
『
道
光
士
山
』
巻
一
二
、
金
石

下
、
乾
隆
九
年
「
扮
江
義
学
記
」
、
康
照
五
三
年
「
重
修
文
院
井
起
庁
碑
記
」
（
『
仏

山
経
済
資
料
』
ニ
入
頁
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

お

わ

り

に

⑬
陳
子
升
『
中
州
草
堂
進
集
』
巻
三
二
、
検
著
文
、
〈
与
南
海
明
府
書
〉
。

⑬
「
論
明
清
時
期
仏
山
城
市
経
済
的
発
展
」
（
前
掲
『
明
清
広
東
社
会
経
済
研
究
』

所
収
）
。

＠
『
道
光
志
』
巻
五
、
畑
作
俗
志
、
〈
氏
族
v。

＠
『
道
光
士
山
』
巻
九
、
人
物
志
。

＠
同
治
一
一
年
刊
『
南
海
県
志
』
巻
一
回
、
列
伝
、
〈
洗
祈
〉
に
付
す
。

＠
『
道
光
志
』
巻
九
、
人
物
志
、
〈
李
士
震
〉
伝
、
〈
李
可
端
〉
伝
、
〈
李
可
蕃
〉

伝
、
問
書
巻
五
、
郷
俗
士
山
、
〈
氏
族
〉
。

＠
『
道
光
志
』
巻
九
、
人
物
志
、
〈
呉
済
運
〉
伝
。

＠
『
民
国
士
山
』
巻
九
、
氏
族
志
、
〈
各
姓
澗
堂
〉
収
録
。

⑧
『
民
国
志
』
巻
九
、
氏
族
志
、
〈
各
姓
洞
堂
〉
収
録
。

＠
威
豊
五
年
刊
『
梁
氏
支
盟
問
』
巻
首
、
〈
梁
氏
支
譜
序
〉
（
『
仏
山
経
済
資
料
』
二

八
九
頁
〉
。

⑫
『
乾
隆
士
山
』
巻
六
、
郷
俗
士
山
、
〈
民
族
〉
、
『
道
光
士
山
』
巻
五
、
郷
俗
志
、
〈
氏
族
〉
。

＠
『
道
光
志
』
巻
一

O
、
選
挙
志
。

＠
山
直
前
禎
八
年
「
広
州
府
南
海
県
筋
禁
横
倣
以
使
公
務
事
碑
」
（
『
仏
山
経
済
資
料
』

一
三
頁
J
）。

＠
「
乾
隆
年
間
仏
鎮
衆
行
指
款
簿
排
某
公
事
残
碑
」
（
『
伝
山
経
済
資
料
』
一

O
O頁）。

＠
羅
一
塁
「
明
消
時
期
仏
山
冶
鉄
業
研
究
」
（
前
掲
『
明
清
広
東
社
会
経
済
形
態

研
究
』
所
収
）
、
責
建
新
・
羅
一
昼
前
掲
「
論
明
清
時
期
仏
山
城
市
経
済
的
発
展
」

弁
u
m
H
ζ

。

＠
『
仏
山
経
済
資
料
』
九
O
頁
J
。

(760) 118 

本
稿
で
は
、
宋
代
の
宗
族
を
対
象
と
し
た
前
稿
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族
の
形
成
・
発
展
の
軌
跡
を
追
及



し
た
。
そ
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
の
第
一
は
、
明
代
中
期
以
降
、
官
僚
身
分
の
保
持
者
で
あ
る
郷
紳
が
中
心
と
な
っ
て
主
体
的
に
宗

法
の
も
と
で
の
族
人
結
集
、
族
田
・
洞
堂
等
の
共
有
財
の
設
置
を
進
め
、
宗
族
組
織
を
樹
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
宗
族
組
織
の
樹
立
は
、
郷
紳

が
そ
の
在
世
中
に
商
業
・
手
工
業
経
営
、
土
地
経
営
等
を
通
じ
て
獲
得
し
た
家
産
を
そ
の
主
要
な
経
済
基
盤
と
し
て
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
第
二
に
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
宗
族
組
織
に
お
い
て
は
、
単
に
宗
族
共
有
財
の
維
持
、
族
人
の
生
産
・
生
活
へ
の
配
慮
の
み
で
な
く
、
更

に
官
僚
等
を
送
り
出
す
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
社
学
・
書
院
、
な
ら
び
に
書
田
の
設
置
な
ど
の
事
業
が
行
わ
れ
た
。
科
挙
及
第
、
任
官
を
目
的
と

し
た
こ
れ
ら
教
育
事
業
の
重
視
の
結
果
、
明
末
清
初
の
時
期
を
へ
て
、
清
代
に
は
、
郷
紳
の
郷
里
社
会
に
お
い
て
、
特
定
の
「
官
族
」
が
継
続

的
に
官
僚
等
を
輩
出
し
、
そ
の
他
の
「
雑
姓
」
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
構
造
が
成
立
し
た
。

こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
宗
族
日
「
官
族
」
が
郷
里
社
会
に
出
現
し
た
の
は
、
単
に
宗
族
の
一
機
能
と
し
て
、
教
育
事
業
が
内
包
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
沼
氏
義
荘
と
い
う
宋
代
以
降
最
初
に
族
田
・
洞
堂
の
設
置
、
宗
法
の
適
用
な
ど
に
特
徴
付

け
ら
れ
る
宗
族
組
織
が
成
立
し
た
宋
代
に
お
い
て
、
す
で
に
張
載
・
程
顕
ら
の
文
人
は
、
永
続
的
な
官
僚
の
家
系
（
「
世
匡
」
）
確
立
の
手
段
と
し

①
 

て
宗
法
に
基
づ
く
宗
族
を
樹
立
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

か
か
る
見
解
は
、

宗
族
の
樹
立
が
展
開
さ
れ
始
め
る
明
代
中
期
、
『
大
学
術

義
補
』
を
著
し
て
皇
帝
に
上
呈
し
た
郎
港
も
同
書
の
な
か
で
主
張
し
て
い
る
。

張
載
・
程
眠
ら
の
見
解
を
紹
介
し
た
後
、
「
臣
按
ず

か
れ
は
、

宗族の形成とその構造（井上〕

ら
く
、
宗
子
の
法
を
行
わ
ん
と
す
れ
ば
必
ず
世
胃
自
り
始
め
よ
。
今
の
世
の
文
巨
に
世
襲
の
法
無
く
、
惟
だ
勲
戚
及
び
武
臣
の
み
世
世
相
受
け
、

②
 

以
て
爵
禄
有
り
。
此
の
法
断
然
行
う
べ
し
」
と
い
う
按
語
を
付
し
て
賛
同
し
、
宗
法
の
確
立
、
開
堂
・
族
田
の
設
置
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宋
代
以
降
の
文
人
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
き
た
見
解
は
、
宗
族
と
い
う
組
織
形
態
が
、
族
人
の
救
済
等
多
様
な
機
能
を
も
ち
つ
つ

も
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
官
僚
の
家
系
の
存
続
を
そ
の
目
的
と
し
て
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
仏
山
で
も
、
震
承
恩
修
『
差

氏
族
譜
』
（
道
光
二
八
年
刊
。
広
東
省
中
山
図
書
館
所
蔵
）
は
、

そ
の
「
凡
例
」
の
第
一
条
で
程
顕
の
宗
法
論
を
収
録
し
、

宗
族
の
樹
立
・
維
持
が

「
世
臣
」
の
家
系
の
確
立
を
目
的
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
中
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
塞
輔
、
鹿
尚
鵬
ら
は
、
宗
族

樹
立
に
際
し
て
、
族
人
に
対
し
て
な
に
よ
り
も
科
挙
及
第
、
任
官
を
望
ん
だ
が
、
・
そ
れ
も
ま
た
同
様
の
主
旨
か
ら
で
あ
ろ
う
。

119 (761) 



最
後
に
宗
族
の
形
成
・
普
及
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

(762) 

第
一
、
郷
紳
を
し
て
宗
族
樹
立
へ
と
向
か
わ
せ
た
要
因
に
つ
い
て
。
従
来
の
郷
紳
に
関
す
る
研
究
の
な
か
で
最
も
体
系
的
な
理
論
を
構
築
し

120 

た
論
者
の
一
人
で
あ
る
重
田
徳
氏
は
、
明
末
清
初
の
時
期
に
登
場
す
る
郷
紳
に
つ
い
て
、
そ
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
「
私
的
・
分
権
的
・
封
建

的
志
向
」
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
中
国
官
僚
機
構
の
特
質
H
非
世
襲
制
と
、

科
挙
制
度
の
解
放
性
に
基
づ
く
そ
の
流
動
性
」
は
、
郷
紳
の

家
系
の
維
持
を
困
難
に
し
、
「
官
僚
制
度
H
科
挙
制
度
に
最
も
適
合
的
な
社
会
層
と
し
て
の
地
主
層
」

③
 

う
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
個
別
郷
紳
の
家
系
の
維
持
の
困
難
さ
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
重
田
氏
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
提
示
さ
れ
た

古
島
和
雄
氏
の
指
摘
も
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
島
氏
は
、
「
糖
紳
」
「
豪
紳
」
の
基
礎
と
し
て
の
地
主
制
に
つ
い
て
、
「
遺
産
の
相
続
に

お
け
る
均
等
分
割
の
原
則
」
が
「
地
主
的
土
地
所
有
の
分
散
化
の
決
定
的
な
契
機
で
あ
り
、
土
地
の
売
買
等
に
よ
る
移
動
と
あ
い
ま
っ
て
、
土

＠
 

地
所
有
の
集
中
と
分
散
は
絶
え
な
い
動
き
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
個
別
郷
紳
の
家
の
存
続
は
、
科
挙
官
僚
制
度
の
み
な

ら
ず
、
均
分
相
続
の
原
則
に
よ
っ
て
も
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
均
分
相
続
の
原
則
が
仏
山
で
も
貫
徹
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
絶
え
ず
郷
紳
が
補
充
さ
れ
た
と
い

は
す
で
に
述
べ
た
。

雪
一
回
う
ま
で
も
な
く
、
官
僚
身
分
の
非
世
襲
、
均
分
相
続
の
原
則
は
、
単
に
明
清
時
代
の
郷
紳
の
家
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
科
挙
官
僚
制
度

が
確
立
し
た
宋
代
以
来
の
官
僚
等
政
治
身
分
の
保
持
者
に
つ
い
て
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
紹
介
し
た
張
載
、
程
願
ら
の
、

「
世
臣
」
の
家
系
の
確
立
を
目
的
と
す
る
宗
族
の
形
成
と
い
う
考
え
が
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
要
因
に
も
と
づ
く
家
の
存
続
の
危
機
に

対
応
す
る
た
め
に
産
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
前
稿
で
検
証
し
た
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
均
分
相
続
の
対
象
と
さ
れ
な
い
共
有
財
を
経
済
基
盤
と
し

て
、
個
別
家
族
を
集
合
し
た
宗
族
集
団
を
結
成
し
、
そ
の
集
団
の
な
か
か
ら
代
々
官
僚
等
を
送
り
出
し
て
、
事
実
上
「
世
臣
」
の
家
系
を
成
立

⑤
 

せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
郷
紳
が
宗
族
形
成
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
背
景
に
、
宋
代
の
場
合
と
同
様
に
科
挙

官
僚
制
度
と
均
分
相
続
の
原
則
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
掲
の
郎
溶
が
張
載
ら
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
に
収
録
し
て
、

「
文
臣
」
の
家
系
の
世
襲
化
を
主
張
し
た
事
情
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。



第
二
、
宗
族
組
織
が
一
五
・
一
六
世
紀
以
降
の
時
代
に
急
速
に
展
開
し
た
要
因
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
の
宗
族
研
究
の
な
か
で
、
宗
族
組
織

が
こ
の
時
代
、
華
中
・
華
南
の
経
済
的
先
進
地
域
で
最
も
発
展
を
遂
げ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
宗
族
が
「
城

⑥
 

・
鎮
」
と
い
っ
た
都
市
な
い
し
都
市
化
さ
れ
た
地
域
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
珠
江
デ
ル
タ
の
場
合
に
も
、
現
実

に
、
始
祖
祭
組
、
開
堂
・
共
有
財
の
設
置
な
ど
宗
族
の
樹
立
・
維
持
に
関
連
す
る
事
業
は
、
明
代
後
半
以
降
手
工
業
・
商
業
な
ど
が
急
速
に
展

開
す
る
珠
江
デ
ル
タ
の
な
か
で
も
、
と
く
に
仏
山
鎮
等
の
都
市
化
さ
れ
た
地
域
で
、
清
代
に
か
け
て
発
展
を
遂
げ
た
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
宗

族
発
展
を
促
進
し
た
要
因
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
点
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
郷
紳
等
が
宗
族
形
成
へ
と
奔
走
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
個
別
的
契
機
は
、
彼
ら
が
科
挙
官
僚
制
度
に
お
け
る
官
僚
等
の
身
分
の
非
世
襲
、
均
分
相
続
の
原
則
と
い
っ
た
宿
命
を
抱
え
た

点
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
か
る
条
件
は
、
す
で
に
宋
代
以
降
の
官
僚
等
一
般
を
規
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
側
面
へ

の
注
目
の
み
で
は
、
明
代
中
期
以
降
に
お
け
る
宗
族
発
展
の
固
有
の
要
因
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
う
え
で

重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、

一
五
・
一
六
世
紀
以
降
、
宗
族
普
及
の
主
要
な
舞
台
と
な
っ
た
華
中
・
華
南
地
域
で
の
商
品
経
済
の
進
展
と
の
関

係
で
あ
る
。
本
稿
で
発
掘
し
た
よ
う
に
、
商
品
経
済
の
進
展
の
な
か
で
手
工
業
・
商
業
が
栄
え
た
仏
山
等
の
都
市
化
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
宗

族
形
成
の
一
般
的
パ
タ
ー
ン
は
、
郷
紳
等
が
手
工
業
・
商
業
経
営
、
更
に
土
地
経
営
な
ど
を
通
じ
て
獲
得
し
た
巨
大
な
所
有
を
も
と
に
、
開
堂
、

宗族の形成とその構造（井上〉

族
田
等
を
設
置
し
、
族
人
を
集
合
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
族
樹
立
の
形
態
か
ら
演
縛
す
れ
ば
、
郷
紳
等
の
官
僚
身
分
の
保
持

者
等
が
、
商
品
経
済
の
進
展
を
背
景
と
し
て
、
前
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
の
所
有
の
増
殖
を
行
う
機
会
を
得
た
こ
と
こ
そ
が
、
宗
族
の
普

及
を
促
進
し
た
当
該
の
時
代
固
有
の
歴
史
的
条
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
す
で
に
前
稿
「
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
」
で
論
証
し
た
。

関
連
の
資
料
は
、
『
蘇
紙
文
集
』
巻
入
、
策
、
〈
策
別
安
万
民
二
〉
。
『
張
載
集
』
経

学
理
窟
、
〈
宗
法
〉
、
『
河
南
程
子
遺
書
』
巻
一
八
、
伊
川
先
生
語
四
な
ど
で
あ
る
。

②
『
大
学
術
義
補
』
巻
五
二
、
治
国
平
天
下
之
要
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼
。

③
重
田
前
掲
「
郷
紳
支
配
の
成
立
と
構
造
」
。

＠
古
島
和
雄
「
旧
中
国
に
お
け
る
土
地
所
有
と
そ
の
性
格
」
（
『
中
国
農
村
草
命
の

展
開
』
第
一
章
、
一
九
七
二
年
）
。

⑤
前
掲
「
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
」
。

⑥
か
か
る
疑
問
は
、
す
で
に
牧
野
巽
氏
が
、
「
近
世
中
国
の
宗
族
」
（
原
載
は
『
東

洋
文
化
』
ニ

O
O
Jニ
O
八
号
、
一
九
四
一
・
四
二
年
）
で
提
出
し
て
い
た
が
、
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そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
「
城
・
鎮
」
へ
の
宗
族
集
中

の
現
象
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
前
註
⑥
参
照
。
ま
た
、
ご
く
最
近
発
表
さ
れ
た

田
仲
一
成
「
鷲
山
県
長
河
鎮
来
姓
洞
産
簿
剖
析
｜
｜
清
代
新
東
宗
族
に
お
け
る
洞

産
形
成
と
組
織
説
合
の
過
程
｜
｜
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
八
冊
。
一

九
八
九
年
二
月
）
は
、
漸
東
の
長
河
鎮
に
居
住
し
た
来
氏
の
宗
族
を
取
り
上
げ
、

明
清
時
代
と
く
に
清
代
中
葉
以
降
に
お
け
る
同
宗
族
の
発
展
を
明
ら
か
に
し
て
い

る

。

（

一

九

八

九

年

三

月

稿

了

）

〔
補
註
〕
は
じ
め
に
〈
補
1
）
最
近
、
遠
藤
隆
俊
民
は
、
「
諸
民
義
荘
の
諸
位
・
掌
管

人
－
文
正
位
に
つ
い
て
｜
｜
宋
代
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
特
質
｜
｜
」
（
『
集
刊
東

洋
学
』
六

O
、
一
九
八
八
年
十
一
月
）
で
、
宋
代
の
諸
氏
義
荘
の
内
容
を
詳
し
く

紹
介
し
て
い
る
。

〔
付
記
〕
筆
者
は
一
九
八
三
年
九
月
か
ら
一
九
八
五
年
二
月
ま
で
南
京
大
学
歴
史
系

に
留
学
し
た
が
、
こ
の
問
、
同
大
学
で
の
指
導
教
官
で
あ
る
羅
衛
先
生
の
御
紹
介

に
よ
り
、
し
ば
し
ば
広
東
を
訪
れ
る
機
会
を
得
た
。
広
東
で
は
、
中
山
大
学
の
業

顕
息
、
諦
様
釜
・
両
先
生
（
と
も
に
現
在
は
広
東
社
会
科
学
院
に
所
属
）
の
御
尽
力

に
よ
り
、
中
山
図
書
館
所
蔵
の
広
東
の
地
士
山
、
族
譜
を
多
数
閲
覧
す
る
機
会
壱
与

え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
図
書
館
の
係
員
の
方
々
に
も
複
写
等
の
便
宜
を
図
っ
て

い
た
だ
い
た
。
本
稿
な
ら
び
に
前
橋
に
お
け
る
宗
族
に
関
す
る
見
解
の
基
本
は
、

南
京
大
学
、
中
山
大
学
、
中
山
図
書
館
に
お
い
て
資
料
収
集
を
続
け
る
な
か
で
形

造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
関
連
の
諸
先
生
方
に
感
謝
の
意
を
示
し
た
い
。

ま
た
、
一
九
八
九
年
八
月
九
日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て
長
野
県
戸
隠
宝
光
社
で

開
か
れ
た
恒
例
の
明
清
史
夏
合
宿
の
会
に
お
い
て
、
有
稿
の
要
旨
を
発
表
す
る
機

会
を
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
席
上
、
和
田
博
徳
、
森
正
夫
、
演
島
敦
俊
、
大
谷
敏

夫
、
岸
本
美
緒
、
片
山
剛
、
岩
井
茂
樹
、
上
回
信
、
呉
金
成
等
の
諸
先
生
を
は
じ

め
と
し
て
多
数
の
方
々
か
ら
、
貴
重
な
御
意
見
を
頂
戴
し
た
。
諸
先
生
の
御
厚
意

に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
点
で
本
稿
か
す
で
に
印
刷
に
因

さ
れ
て
い
た
た
め
、
充
分
に
諸
先
生
の
御
意
見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
ま
す
。
宗
族
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
な
お
様
々
な

角
度
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
の
研
究
の
な
か
で
諸
先
生

の
御
指
摘
を
生
か
し
な
が
ら
熟
慮
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
弘
前
大
学
人
文
学
部
講
師

）
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By way of conclusion, it is noted that the Japanese policy toward 

Korea was two-fold and contradictory. On the one hand, Japan main-

tained an expansionist policy. However, Japan also wished to cooperate 

with China. Japanese policy makers lay stress on the latter aim. The 

Japanese policy of military expansion was not the reason for the conflict 

with China. On the other hand, when China intervened in Korea it 

also did not anticipate a military conflict with Japan. Although a con-

flict developed because of Korea, it was not unavoidable, and could have 

been settled without conflict. 

The Formation and Structure of the Zongzu宗族 System

一一－Especiallyin the Zhujiang珠江 Delta
during the Ming and the Qing Periods一一一

INOUE Toru 

This study is an attempt to make clear the actual conditions and 

function of the zongzu system in the Zhujiang delta during the Ming 

and the Qing periods. 

The local gentry, xiangshen郷紳， aslandlord, manufucturer, and mer-

chant built up a considerable fortune, invested these funds in the zutian 

族田， citang洞堂 andso on and called relatives together in the Zhujiang 

delta after the mid-Ming period. The most important feature of the 

system was the education of these men to become bureaucrats. In fact, 

some zongzu groups, guanzu官族， thatproduced many bureaucrats over 

a long period of time, appeared in the local societies of the Zhujiang 

delta during the Qing period. 

A plan to organize the system so widely as to produce more bureau-

crats was already presented by the shidafit士大夫 inthe Song period, 

but the age of prosperity of this system came after the sixteenth cen-

tury. 

(821〕




